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次世代育成支援対策推進法への企業の対応に関する聞き取り調査結果 

水落正明 

 

1. はじめに 

 2005 年に施行された次世代育成支援対策推進法（以下、次世代法と記す。）は、企業に従

業員の出産・子育てをサポートすることを義務付けるものであった。この法の導入によっ

て、特に女性は仕事と家族のバランスを取りやすくなり、それが出産と就業継続を促すと

考えられる。 

 次世代法は導入時点で、企業規模によって強制力を変えている。すなわち、常用雇用者

301 人以上の企業（以下、大企業と記す。）には、従業員へのサポートを義務化した。そう

した観点から Mizuochi（2012）や水落（2012）では、次世代法が出生や女性の就業継続に

与える影響について「就業構造基本調査」（総務省）の個票データを使って分析している。

そこでは、次世代法の施行により、大企業が各種の仕事と子育て両立支援制度を充実させ

ているという前提で分析を行っていた。しかしながら、実際に大企業が制度を充実させた

のかについては確認する必要があるが、その際、企業側がどのように考え、対応したのか

を知っておくことはデータ分析を行う上で重要である。そこで本稿では、次世代法に伴う

事業主計画を提出した大企業 6 社と中小企業 1 社の人事担当者に、次世代法にどのように

対応したのか、さらには仕事と子育て両立支援についてどのような方針を持っているのか

について聞き取り調査を行った結果をまとめる。調査時期は平成 24 年 12 月である。 

 

2. 企業の人事関連担当者に対する聞き取り調査 

2.1 関東地方、製造業、大規模企業、人事関係 A氏 

聞き手：まずお伺いしたいのは、最初の導入のときですね。 

A：私が来る前ですけれども、もともとは法律が改正になるからっていうことが一番大きい

ことは大きいんですけれども、ただ、弊社、総合職と言われる女性社員を大量に採用し始

めたのがちょうど 1990 年ぐらいで。でも、弊社はもともとは総合職って言ってたんですけ

れども、95 年ぐらいにその総合職・一般職っていう区分をなくして、もう職種は一つです

よと。ただ、全国転勤をするかしないかっていうことでコース別にしたんですよね。 

聞き手：それは採用の段階で？ 

A：当初は採用の段階も分けていたんですけれども、流れとしては総合職で入ってきた人が

転勤のあるコースで、一般職の人がエリア限定コースになった、分けていったと。当然そ

の時に一般職の人でも総合職になりたいっていう人については、試験を受けてもらってな



- 26 - 
 

るっていうこともやったんですね。90 年ごろに大量に総合職になった女性をたくさん採用

したんですけれども、ちょうど 2005 年ぐらいって入社して 15 年ぐらいになるわけですよ

ね、その初代の人たちは。それからどんどん女性の総合職とか、全国転勤ありの人を採用

してきて、ちょうど女性の適齢期というか、子どもを産んでっていう。 

聞き手：なるほど、家族的な適齢期ですね。 

A：ええ、そのライフワークが、こう、変わってくる段階に突入する女性社員がたくさんい

たわけですね。ていうこともあって、おのずとそういう人たちを。 

聞き手：やらざるを得ない雰囲気という。 

A：はい、どうやって活躍、リテンションも含めて活躍してもらうかっていうことを考える

と、まずはやっぱり両立、育児と仕事を両立してもらわなければいけないっていうことが

あって、法律もそういう法律が改正され。均等法が施行されたのが 86 年で。なので、ちょ

うどそういうタイミングでもあったので。 

聞き手：入ってきた人たちがちょうどですもんね。 

A：そうなんです。そういった背景もあって、「くるみん」も、これもやりましょうと。大

手の企業さんは当時ほとんど、法律のこともあったし、同じような理由で、女性が増えて

きたっていう。あとは、弊社とは状況が違う場合もあると聞いているんですけど、一般職、

金融とかは一般職採用がほとんどで、今でもそうですね。 

聞き手：そうですね。 

A：昔は腰掛けというか、ちょっといてすぐ結婚したり。 

聞き手：そうですね、寿退職が前提でしたよね。 

A：辞めるっていうのが前提だったんですけれども、皆さんやっぱり辞めなくなったってい

う背景もあって、やっぱり女性社員が長く働き続けるようになり、世の中のニーズもあっ

て、やっぱり次世代育成法に合わせていろんな取り組み、制度を充実させたりとか、環境

を整えていったっていう背景ですね。 

聞き手：そういう意味では突然、天から降ってきたというよりも、もちろんニーズとかも

あったからというのもあるんですよね。 

A：そうですね。たぶん国が、その法改正、法律を導入したのも当然そういう背景があって

のことだと。 

聞き手：そのときは義務化で、やらなきゃいけなかったっていうことだったんですね。 

A：そうですね。 

聞き手：一応やりますよって言ったときに、１回目のやつ、いろいろあったと思うんです

けど、どういうことをやろうというのは、どんな感じで決めたのかなあということ。 
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A：もう既にワーキングマザーの方も当時いっぱいというか出てきていたので、そういう

方々に意見も聞いたりしています。ちょうどそのころの経緯というか、何をやることにし

たかっていうことなんですけど、当時、決めたときの行動計画ですね。 

聞き手：17 年。もう、じゃあ直前ですね。 

A：ええ、そうですね。こんなことをやりますよと、目標として育児休業の、法定よりも長

くしましょうっていうことで２年まで長くしますよっていうことと、あと短時間ですね。

短時間勤務制度の対象を延ばす、小学校３年生まで延ばすとか。どうしてこうしたかとい

うと、アンケートというよりも、ワーキングマザーに意見を聞いて。 

聞き手：人事の人が中心になって、いろいろ意見を聴取。 

A：そうです。あと組合を通して。 

聞き手：でも、組合って、どっちかっていうと今までの仕事上でいったら男の世界のよう

な気がするんですけど、そんなことはないですか。 

A：そんなことないですね、ええ。というのは、逆に。 

聞き手：結構、女性社員の方も入っていて、執行部とかも？ 

A：執行部は今、少ないですけどね。ただ、当時その対象となる女性社員はまだほとんど一

般社員なんですよ。 

聞き手：なるほど。そこまで行っていないんですね、年齢的に。 

A：そうなんです。年齢的に行っていないので、一般社員の方がほぼ 100％に近い人たちだ

ったので、組合からヒアリングをしてもらったりしながらですね。 

聞き手：いや、なんかたまに組合関係の仕事をしていると、ジェンダーとか、そういう男

女共同から最も遠い組織だよねって冗談で言っているんですけど、執行部はもう男ばっか

りなので。 

A：執行部はそうですね。 

聞き手：だから、組合で例えば男女共同参画の話しようと言っても、執行部は「えー、や

んなくていいんじゃない」とかっていう雰囲気があるよねって聞いたので。 

A：うーん、確かに。 

聞き手：そういうことはないんですね、あんまりね。 

A：うちはないほうなんでしょうね。今は一人もいないんですけれども。あ、でもいますね、

いますね。ここ数年は必ず執行部に女性も入れるようにしているんですね。やっぱりそう

しないと、今、おっしゃられたみたいに、もうそんな関係ないよっていう。 

聞き手：非常に男くさい世界みたいな感じでしたからね。 

A：ええ、話になってしまいますので。 
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聞き手：最初の導入のやつ何でしたっけ。育児の１年を２年っていうやつですよね。あと

看護休暇の新設と、あと何でしたっけ。 

A：短時間勤務ですね。 

聞き手：短時間勤務か。４つ目が、これがちょっとよく分からない。情報提供。 

A：この時は違ったんですけれども。 

聞き手：インターネットによるウェブサービス。社内ＬＡＮか何かで情報の共有ですか。 

A：外部でやっているものです。 

聞き手：これは企業を越えてということなんですか。 

A：企業を越えてもできるんですけれども。 

聞き手：社内でクローズドにもできる。 

A：社内でクローズドのままできて、家のパソコンで見ることができるっていう。これを導

入しました。ただ、今は、これもやっているんですけれども、パソコン自体を貸与すると

か、あと、自分の自宅にそれをつなげることによって会社で見るポータル。同じものが、

情報が見えるような、そういう仕組みを導入しているので、たぶん、もうこれ要らないん

じゃないかっていう話をしているんですね。すいません、この時から会社携帯端末を貸与

していますね。 

聞き手：貸与というのは、その育児休業とかでいなくなっている間に、会社とつながりと

いうか、持っておくために？ 

A：そうです、はい。 

聞き手：１回目はそういう感じで入れたということですね。 

A：ええ。 

聞き手：２回目のときはどうでした？ やっぱり１回目の総括みたいな感じで何かされま

した？ 

A：そうですね。したんですけれども、かなり、もう充実してるんですよ。 

聞き手：あのホームページいろいろ見ていたんですけど、こういう制度たくさんあります

よね。育児介護とか、女性の登用とか、これが、いろんな企業に聞くと、次世代法の前か

らやっているところ結構あるんですよね。大企業は特に。 

A：そうなんです。 

聞き手：そういう意味では、改めて次世代法でどうだって言われても、ちょっとプラスア

ルファとか、そのぐらいですよね。 

A：だから、もう次ないよねっていう話もしていたんですけれども。 

聞き手：これ以上？でも、一応２回目やってから、さらにあれですよね。 
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A：もう一回。 

聞き手：達成して、「くるみん」もう一回もらったんですよね。「くるみん」というか認定

もらった。 

A：認定もらって、今また次の行動計画を出してはいるんですけれども。 

聞き手：これが３回目なんですね。これでもう終わりですよね。次世代法が終わっている

ころですね。 

A：そうなんです。次世代法が終わるのを見越して、期間は何年でもいいってなってたので、

もう５年間にしようって。 

聞き手：なるほどね。３回目なんですね。 

A：そうなんですよ。逆にこれ以上、何か次世代法というか、両立支援で施策、制度を新し

くするとか、改正するとか、もう必要ないのかなって思っていまして。もっとあるんです

けれども、特徴的なところで言うと、最近、この３期目に入れたところなんですが、この

ウェルカムバック制度っていうのは。 

聞き手：ウェルカムバック、再雇用とか？ 

A：そうですね、再雇用の制度なんですけれども、何の制限もなく、年齢制限等もなく、も

ともと辞めた時の資格で戻れますよと。 

聞き手：辞めた時のね。 

A：はい。というのが一つと、あと。 

聞き手：それは、一般でも総合であってもということですか。 

A：そうです。 

聞き手：当時、総合で一般に戻るとか、そういうのもありなんですか。一般で総合に戻る

とか。 

A：当時って、もうずっと前なので、この制度が入った最近は、もう一般職とか総合職の。 

聞き手：もう、ないんですね。 

A：ええ、職種をやめてからもう 10 年以上たっているので。 

聞き手：なるほど。 

A：もう分け隔てなく誰でも取れますよという。 

聞き手：どのぐらい利用して。今、どのぐらいの人が利用しているんですか。 

A：ウェルカムバックはそんなに。 

聞き手：まあ、そんな大量にいるわけじゃないでしょうけど。 

A：大量じゃないですね。もう数えるぐらいなんですけれどもね。 

聞き手：でも、これは一応、新たな制度として入れたわけですね。 
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A：もともとあったのを、理由を育児だけじゃなくて介護とか、別の理由を拡大したってい

うのと、あと、もともと年齢制限があったんですね 40 歳までという。それを取り外したと。 

聞き手：それはすごいですね。でも、勤続３年以上なんですね。 

A：それと、あとショートタイムですね。これも前からあったんですけど、これは理由を拡

大したっていうところですね。 

聞き手：スキルアップとか。 

A：スキルアップも含めて。 

聞き手：セカンドライフ、なるほど。 

A：あと、このスキルアップ休職というのも、勉強するために留学したいとか。 

聞き手：なんか半年ぐらい大学院に通わせるとか、そういうやつですね。 

A：そうです。３年上限で休めると。これは旦那さんとか、配偶者が海外転勤になったって

いう場合に帯同してついていっても、この制度を使って３年間休むことも。 

聞き手：利用できる？語学のスキルアップみたいな。 

A：そういうことですね。無理やり、こじつけ感もあるんですけれども。 

聞き手：まあ、でも、海外の状況を１年間知るって、いいですよね。 

A：国内の場合は、ちょっとこれは適用できないんですけれども、海外の場合でしたら。 

聞き手：１回目とか２回目が一応終わった時の、何ていうんですかね、良かったよねとか、

どうだったよねっていう、なんか、そういった率直な感想みたいの、どうでした？ 

A：うーん、１回目、２回目が終わったタイミングというか、今というか、2008 年の９月

に私は今のところに来たんですね。そのときに女性活躍推進担当部長っていう辞令をもら

ったんですけれども。「何じゃこりゃ」っていう感じだったんですね。今はダイバーシティ

って名前を変えてもらっているんですけれども、初めて女性活躍推進っていう名前を付け

て、会社としても取り組むんだぞっていう意思表示みたいなもんですよね。そういうポス

トをつくりましたと。 

聞き手：2008 年というと、あれですね、１回目がちょうど終わったあたり。 

A：そう、１回目終わってました。 

聞き手：終わって、もう２回目の時ですかね。 

A：もう２回目も申請されていましたね。なので、その状況で、自分としても別に男女かか

わらず働き続ける環境は整っているんじゃないかって思っていて、その時に、初めという

こともあったので、現状どうなっているのかなということをいろいろやってみたんです。 

聞き手：ちなみにこれはどこで発表するための資料なんですか。若い子たちに「うちは女

性が働きやすいよ」とかって。 
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A：それにも使っていたりはします。あと、何かいろいろ情報交換をすることも多くて、何

となくまとめているんですけれども。 

聞き手：なるほど。いや、なんかまとまっているなあと思って、すごいですね。 

A：いえいえ、有り物な感じなんですけれども。人数は少ないんですね、やっぱり。まだ

15％しか女性の比率がなくて。 

聞き手：ここで見ると結構多そうな気がしたんですけど、これは上のほうは少ないという

ことですかね。 

A：でも 500/3,200 なので、やっぱり。そうなんです。15％ぐらいしかおらず、ただ、最近、

新卒採用の比率を増やしてきているので、３～４割ぐらいは女性なんですね。 

聞き手：昔は、じゃあもうちょっと少なかったんですね。 

A：そうですね。 

聞き手：それは、なんか増やしている？それとも入社希望が増えている？ 

A：そうです。そっちですね、入社希望が増えている。ちょっと前ですけど、これが新卒採

用の比率なんですけど、こっちが女性で、これが比率なんですけど、全体の人数が少ない

時はちょっと異常値が出ていたりするときもあるんですけれども、ここ数年は。 

聞き手：伸びている感じですね、トレンド的には。 

A：トレンド的には３～４割は今、採っているっていう。ただ、これもポジティブアクショ

ンをしているわけではなくて。 

聞き手：純粋にこの子は使えるなと思えば採るしっていう感じですよね。 

A：そうです、結果的に。あとは今おっしゃられたみたいに分母を増やすために、女性でも

活躍できるんですよっていうことを学内セミナーとか、会社の説明会のところで少しアピ

ールをしたりとか、採用のホームページ上でアピールしたりとか、実際に活躍している女

性社員を前に出していって、女性でも活躍できるんだぞということをアピールしていって、

大体こう、応募してくる男女比率ぐらいで採用しています。 

聞き手：そうなんですか。やっぱり女性のほうが少ないんですね、応募が。 

A：若干、そうですね、６：４ぐらいですね。あとは、そうですね、女性社員の合計は少な

くて、あと管理職も少ないです。５％弱。今はもうちょっと、５％ですね、このぐらいで

すよと。 

聞き手：こちらでいうと、管理職っていうのは本社の何以上になるんですか。 

A：課長とか部長って言っていないので、一応なんか、そういうふうに付いてはいるんです

けど。 

聞き手：上は多いんですね。 
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A：これは一般社員のところですね。男女比率を見ると、どんどんやっぱり、一般社員は女

性が多いんですけれども、管理職になると少なくなると。 

聞き手：年齢もそこまでたどり着いている人も少ないっていうことでもあるんですよね。 

A：そうですね。90 年ぐらいから採り始めているので。 

聞き手：40～50 ぐらいになるともう、まだそんなにボリュームってないですよね。 

A：50 がいないですね、ほとんど。もともと一般職でいらっしゃった方がエリア限定コー

スになっていらっしゃるというケースはあるんですけれども、90～91 年ぐらいに採用され

た人は、まだまだ 40 半ばぐらいなので。 

聞き手：ある程度いらっしゃるんですね。 

A：非常に少ないです。というのは、私も 91 年の入社なので、ちょうど１期生というか、

初めに入った女性総合職なので、やっと。 

聞き手：いろんな波風というか、矢面というか。前例のない世界で生きてきたわけですね。 

A：そうなんです。そういう人たち、私ぐらいの年代で残っている人が上がってきているっ

ていう感じですね。ただ、見ていると、お子さん産んで、やっぱり一般社員の時にコース

転換ができるので、総合職になったんだけど、子どもを産んで一般職に転換しているって

いう方も多くて、その時点でやっぱり分母が少なくなっているっていうことはありますね。 

聞き手：意識も違いますよね。なんかもう、昔に比べると今のほうが圧倒的にずーっと働

き続けるんだとかいうことはありますよね。 

A：そうですね。そういうこともあって。ただ、ここでいつも説明しているのは、制度は整

ってきましたよと。制度は整っているけれども使えないっていう企業がまだまだある中で。 

聞き手：昔はそれが言われていましたよね。制度は何でも男女の、整っているんだけど、

雰囲気的に言えないとかね。 

A：そうなんです。それは全然なくて、人数的にも育休使っている人も多くて、ただ、人数

で見ても多いのか少ないのか分からないと思うんですが、ほぼ 100％ですね。復帰率も

100％。若干、２年に１人ぐらい復帰してこない人がいるか、いないかぐらいのレベルなの

で、ほぼ 100％ですよと。 

聞き手：利用する前に辞めちゃう人っていうのは？ 

A：いませんね。子どもが生まれるっていう理由で辞めるっていう人、聞いたことないです。 

聞き手：一応、日本全体では結構辞めているんですけどね。育児休業取得率は、女性はも

う 100％近いって言っているんですけど、３～４割辞めていますからね、利用する前に。そ

れがないんですね。 

A：もともと、その理由じゃなくても男女含めて離職率が異常に低いんですね、うち。 
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聞き手：そうでしたっけ。 

A：0.9％っていうことで、定年とか除いてですね。自己都合で辞める人たちが 0.9％という

ことで、もうほとんど辞めないと。 

聞き手：そうですね。離職率が１％切ってますもんね。 

A：ええ。ということで、ただ、その取り組みを始めた 2009 年の時に、じゃあ意識ってど

うなんだろうと。制度整っているし、制度も使われているし、じゃあ意識はどうなんだろ

うということでアンケート調査をしたところ、不合理な差があるかどうか、そう感じるか

どうかっていう意識を聞いたところ、やっぱり女性の６割ぐらいが。 

聞き手：まだあるということ。 

A：ええ、こういった評価とか、仕事のアサインだったり、そういったところで。 

聞き手：それは男性も感じているんですね。 

A：そうなんですよ。 

聞き手：どういう意味でなんですかね、男性は。 

A：男性が感じているっていうのは、やっぱり男性が、自分が感じているんじゃなくって。 

聞き手：女性がそう感じているだろうということなんですよね。 

A：うん、そう、女性はやっぱりそういう差別を受けているんだろうと。 

聞き手：男性が差別を受けているっていうのはなかなか考えにくいですよね。 

A：ということもあって。 

聞き手：なるほど、そういうのもちゃんと調べているんですね。 

A：そうですね。そこでその時の現状をまとめてみると、人数は、少ないけれども管理職比

率も増えてきているし、若手の、新人の採用率も増えてきていますよということで、徐々

に増えてきていますよと。制度は整っていて使える状況にもなってきていますと。ただし、

社員の意識がちょっと差があると。 

聞き手：でも、昔はもっと高かったんでしょうね。今、その６割ですけど、それが落ちた

結果なのか、ちょっとそこはまだ分からないですね。 

A：そうですね、その時の、５年ぐらい、４年ぐらい前の調査の結果なので。ただ、いろん

なほかの調査をしている中で、まだまだやっぱりダイバーシティの項目っていうのは、全

体的にスコアは高いんですけれども、その中ではスコアが低いです。改善はされてきてい

るんでしょうけど、まだまだっていうところではあるんでしょうね。なので、ちょっとこ

う、その次世代法の１期、２期っていう節目で振り返っているっていうよりも、取り組み

を始めた 2008 年、2009 年ですね、正確に言うと。2008 年の９月にここに来たので、そこ

から、2009 年からやり始めているっていう、その節目でちょっと見てみましたと。 
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聞き手：じゃあ、非常にシンプルに次世代法に効果がありましたかって言われたときは、

なかなか難しいですね。もともとやっている上にちょっとプラスアルファしているから。 

A：そうですね。 

聞き手：次世代法でことさら何かが変わったっていうことは、なかなか感じないですかね。

もちろんプラスアルファしたっていうことはとてもいいことだと思うんですけど。 

A：そうですね。 

聞き手：次世代法で何かが加速したとか、そういう実感はないかもしれないっていう感じ

ですかね、現実感としては。 

A：次世代法だからっていうことはないかもしれないですけど、今は、最近あんまり言われ

なくなりましたよね。やっぱり国が次世代法を作って両立支援しましょうって言ってくる

と、そこにフォーカスがいろんなところで当たるので、それをやっている企業が、ＣＳＲ

的にではないですけど、いい会社だよっていう。当時は効果があったのかなと思うんです

けど、今、なんか次の段階に来ているんじゃないかなと思っていて。なので、その効果が

あったか、なかったかって言われると、うーん、なかったとも言えないと思うんですよね。 

聞き手：そうですね。あったは、あったんだろうけど、今までの取り組みと比べて、こと

さら何かっていうのはちょっと分かんないですよね、きっとね。 

A：そうですね。ただ、世の中的に取り上げられていたので、やっていないと、それは。 

聞き手：そういうマイナス面はあったかもしれない。 

A：マイナスのイメージが付いたんでしょうけれども、やらざるを得なかった環境にあった

ところに法律ができて、国から言われて。 

聞き手：やりやすくはなりましたよね。社内的に何かやると言ったときに。 

A：ええ。 

聞き手：例えば女性、若い新卒の女の子たちは気にします？ 

A：しますね。 

聞き手：採用の時、どうだっていう。 

A：すごくしますね、ええ。 

聞き手：やっぱりそうなんですね。先ほど、なんか次の段階に来ているというお話ありま

したけど、実際、国も次どうしようかって言っていて、こういうのって基本的には国がや

ると、企業は「また？」みたいな感じになると思うんですけど、何か要望的なのはありま

すか。直接、別に文句を言うわけじゃないですけど。もし同じようなのをやるにしても、

もうちょっとこうしたほうがいいんじゃないかとか、ちょっともう、これはいいよとか。 

A：うん、ここはもういいかなって、両立っていう面で言うと。ただ、企業によっても違う
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のかもしれないですけど、うちの場合は少なくとも、もういいのかなと思っていて、そこ

に縛りを掛けられると非常にもうやることもないので、リテンションもできているので。 

聞き手：そうですね。この後もう一回これ続けろと言われたら困りますね。 

A：結構、困ってしまうという話をしていて。 

聞き手：新たにまたくっつけないといけない。 

A：そうなんです。それが正直なところなんですね。今、このダイバーシティだとか女性の

活躍ってやっていて一番感じるのは意識面なんですよね。 

聞き手：意識面は、それは、あれですか、低いということですか。 

A：ええ、男性のですね。男性というか。 

聞き手：男って変わりにくいですよね、意識がね。最も固定的ですからね。 

A：そうなんです。若い男子はそうでもないんですけれども、やっぱり経営層の人たちの意

識なんですよ。 

聞き手：それは古い世代だからなんですかね。それともそういう人じゃないと生き残れな

い？そういうわけじゃないですよね。 

A：いや、でも、それは仕方がない。当時はそれが当たり前の世界だったので、そういうこ

と意識もしないで来て、企業戦士みたいなところで来ている方、ちょうどそういう年代の

方々が経営者になっている年代層だと思うんですよね。やっぱりその人たちの意識が変わ

らないと、なかなか本当の意味では変わっていかないのかなと思うので。 

聞き手：その辺、ちょっと若干やりにくさも感じているところはあるということ。 

A：非常に感じますね。ほかの企業の方ともすごい交流があるんですけど、この女性活躍と

か、ダイバーシティやっている人たちと話をしていると、やっぱりやりにくいのはトップ

とのコミットメントが取れるか取れないかで、一番多いのは、トップは分かっているんで

す。やっぱり外も見ているので、やっていかなくちゃいけないんだっていうことは分かっ

ているんですけれども、問題はその下といいますか、ボードメンバーとか、中間管理職と

か、その辺の人たちの意識がなかなか変わらないので。よくあるのは、トップはやります

よって言っている。 

聞き手：トップはいろいろ勉強していますしね。いろんな会議とか出させられると、ああ、

今、こういう時代かというのが分かりますもんね。その下は恐らく一生懸命頑張っている

ところなので、そんなことあんまり知らないかもしれないですね。 

A：そうなんですよね。そこがネックなので、そこの意識を変えるような施策があるんだろ

うかって、今。 

聞き手：だから、本当は 202030 で、あれは民間は強制はなかった。 
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A：強制はないですね。目標しかないので。あんまり経営者も意識していないですからね。

ほとんど強制力が弱いですね、あの目標って。それは、やっぱりさっきの話、冒頭のお話

で、そもそもそのくらいの層になる年代層の女性って世の中に採用されていなかったので。 

聞き手：ですよね、ええ。物理的に無理なんですよね。 

A：そうなんですよ。だから、「役員の中に女性がいますか」とか、よくアンケートとかで

あるんですけど、それで「いません」とか言うとスコアが下がるんですよね。日系企業だ

ったら当たり前じゃないかということなんですけども。 

聞き手：そうすると、あれですね、もしかすると、もうちょっと人がいるというか、母数

がそろってくればそういうのも強制かかるかもしれないですね、いずれは。 

A：そうですね。そのくらいになった時にはある程度強制力を働かせてもらったほうが、そ

ういう人たちの意識も変わってくるというか、やむを得ずやらなくちゃいけないぐらいの

段階になった時には効果があるんでしょうね。でも、今やられるとちょっとつらいですね。 

聞き手：そうですね。 

A：候補者が。 

聞き手：そうなると、強制的にちょっと年下から採るしかないですもんね。そうすると。 

A：本人もつらいし。 

聞き手：上の世代がすごい不満でしょうね。 

A：そうなんですよ。だって、そもそも男性だって一握りの人しかそういうポストに就けな

いわけですから。 

聞き手：次はそろそろ俺たちかなと思っていたら、下からポンと女性が来ちゃったらね。

しかも女性だからという理由で、能力じゃなくてっていうね。 

A：そうなんですよね。 

聞き手：難しいですよね。 

A：そういう縛りは付けないでほしいなと思うんですけど、そのダイバーシティのやってい

る集まりとかに行くと、やっぱりそういう強制力を持たせないと出ていかないから、ある

程度、数の論理もあるから、数が出てくるまでは強制的に引き上げていくべきだっていう

意見も。 

聞き手：そうですね。執行部っていうか、上のほうに人がいないと変わってきませんもん

ね、なんだかんだ言ってね。 

A：そうなんですよね、そこが難しいところだなと思うんですけど。 

聞き手：A さんもそういうところに巻き込まれるかもしれないですね。 

A：国に対しては、ある程度、強制力を持ってもらいたいと思うんですけど、やっぱり政府
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とか。選挙ありましたけれども、やっぱり政治をやっていく議員の中の女性比率なんかも

低いわけで。 

聞き手：そうですね。 

A：北欧なんかはね、男性を引いて女性を。 

聞き手：あっちは強制ですからね。 

A：そう、やっぱりそうなんですよね。 

聞き手：あれは候補がいるからこそできるんですよね。 

A：そう、できるんだと思うんですよね。 

聞き手：女性も働くのは当たり前ですからね。 

A：やっぱりそういうタイミングになったらば、ある程度、強制力を持たせて、議席の中に

も、議員の中にも女性がある程度いるような状況をつくるとか、企業のボードメンバーの

中にとか、管理職比率をっていうことは少し縛りを付けてもらっても、やりやすくなるの

かなと思うんですけど。 

聞き手：早過ぎるとあれですよね、変なあつれきを生むかもしれないですよね。 

A：そうですね。なんかこう、条件を付けていただけるといいのかもしれませんね。このぐ

らいのレベルの企業は、こことか。ここになるまでの企業はまだ移行措置ですよとか。 

聞き手：義務と努力義務とかで分けるとか。中小企業はやらなくていいよとか。 

A：そうですね。だから、その新しい次世代育成法に代わる何かを施行する時に、じゃあそ

の時点で女性比率が、その候補者が何割以上いる会社は義務ですよとかね。 

聞き手：10％ぐらいとかね。 

A：そんな感じで行けばいいかもしれませんね。やりやすくなるかもしれないです。ただ、

うちみたいにそもそもの女性の人数が 15％しかいないとなると。 

聞き手：フルに、あれですよね。 

A：そうなんです。 

聞き手：でも、202030 は３割ですからね。 

A：うーん、それは、もう無理なんですよ、そもそも。そもそも無理なんで、そういうとこ

ろを加味したような目標設定といいますかね。 

聞き手：そうですよね。両立支援も、そう言われてみると、もう古いですよね、ある意味。 

A：そうなんです。 

聞き手：部分的には新鮮な部分、小さい企業とか、そうかもしれないですけど、もう両立

支援も随分やってきましたもんね。制度としては結構、確かにありますもんね。あとは何

となく、もうちょっと賃金のほうを高くするとか、そういう小手先だけですもんね、変え
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るのはね。 

A：あとは、そうですね、男性の育児参加とか家事参加についても何かやると。 

 

2.2 中部地方、建設業、大規模企業、総務関係 A氏 

聞き手：次世代育成支援対策推進法、それに対して企業がどう対応したとか、実際、法律

の導入が効果的だったって思っているのかとか、実際、社内でどんな声があるのかとか、

そういったことを今、いろんな会社に聞いています。こちらの企業規模からすると、一応

義務化されているやつですよね。 

A：そうですね。 

聞き手：じゃあ、事業計画とかはもう出されてはいるんですよね。 

A：はい。 

聞き手：もう第２期に入っているわけですね。「くるみん」の申請はしていないんでしたっ

け。 

A：はい。親会社に確認したら、親会社もちょっとあやふやな格好でしたので、ホームペー

ジ、一回載せたんですけれども、出来も悪いとか。 

聞き手：そうですね。確か公表の義務が発生しましたよね。 

A：301 人でしたか。 

聞き手：ええ、以上ですよね。ここ、今のところ 300 上回るぐらいですかね。県のホーム

ページだと 400 ぐらいって書いて。 

A：出向者等も入れていくと 410 人前後の規模には。 

聞き手：そうなんですか。 

A：はい。当社のプロパー従業員だけでいくと 400 人という規模ですね。 

聞き手：それでもう第１、第２、第３と順調にやっているわけですね。 

A：出さざるを得ないし。 

聞き手：それで、今ちょうどお話出ましたけど、親会社さんとはちょっと独自色というか、

独自に決めている感じですか。 

A：そうですね。 

聞き手：別にこういう項目入れようよとか、そういう調整とかはせずに。 

A：規模の違いがございますので、当社の場合ですと規模に応じた対応しかできないでしょ

うと。スタッフの人数規模もございますし、一つの拠点で、ここは 100 名規模になってお

りますけれども、大半が 10 人前後の小規模の営業所ですんで、これといった形もありませ

んし、ほとんどの従業員がお客さん対応で所外に出るという形で、営業所に電話番程度と
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言ったら失礼になるけども、営業事務という形で女性が常時いるか、所長がいるという程

度なんですよね。 

聞き手：なるほどね。ということは、会社のホームページだと 349 人ぐらいって書いてあ

るんですけど、これは何でしたっけ。 

A：正規従業員数です。 

聞き手：正規従業員数ですね。それで、第１期のこの計画作るときに、とりあえず国から

指示が来るわけですよね。そのときに、こういうことをやろうという内容なんですけど、

どんな感じで決めました？ 

A：そうですね。親会社の場合は労使でアンケートなんか取り組んで、一応どういう形が、

不備な部分があるのかとかいうことで取り組みましたけども、当社としてはそこまでの手

は尽くさず、今できることという形で関係部門、スタッフでちょっと話をして作り上げて、

確認を取って発行したという形ですね。 

聞き手：実際、こういうの入れてみて、どうでした？効果っていうのはなかなか目に見え

にくいでしょうけど、これをやることによって、例えば、何か数値目標とか特に決めてい

ないんでしたっけ。例えば男性の育児休暇取得を何人つくるとか。 

A：育児というのは男女平等で、制度的には導入しているんですけれども、なかなかご本人

さん側がその対応を取るというところまでは進んでおりません。うちのスタッフの中で１

人、出産時の付き添いというんですかね、世話を含めて取ったんですけれども、そのとき

に、今は出産前後 14 日以内に５日という休暇があるんですけども、その当時はまだなかっ

たですので、年休（年時有給休暇）で対応したという程度で、特に育児休暇を男性が申請

してくるということは、実例的にはないですね。 

聞き手：次世代法が入ったからどうだというより、もともといろんな制度ありますよね、

社内に。育児休業とかは法律で決まっているので、やっているでしょうし。これは、新た

にこのために作ったっていうようなことは特にないんでしたっけ。 

A：特別それを意識して制度的に設けていくという動きは取っておりませんけれども、親会

社は制度強化を進めておりますんで、それに準ずる形で当社も制度は強化しております。

そういう面で、規模の割にそういう制度は充実しているというふうに見られていて。 

聞き手：いろいろやられているんですよね。子育て支援充実とか。例えば１期から２期、

３期というふうに移っていく中で、１期終わったところで、みんなで多少、総括みたいな

ことってされました？ 

A：やっぱり計画を立てても、全て徹底をできるというところまでは持っていけないという

ところも、それぞれの課題が出ますね。表面には出しませんけれども継続的に推し進めて
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いくという形で、２期、３期という行動計画を作ってきておりますけれども。 

聞き手：2005 年の４月１日から施行が始まっているんですけど、別に遅れても問題ないん

ですけど、このぐらいの時期になったというのは何かあったわけですか。結構４月１日で

始めるところがそれなりにあったと思うんですけど。 

A：これは、法律のそういうところを、うちがうっかりしていて、当局のほうから話があっ

て、それで「えーっ、そんなのあった？」という、ぶっちゃけた話なんですけど。 

聞き手：こういうのが、もし発令っていうか、法が施行されたときに、どういう感じで担

当部署まで連絡が下りてくる感じなんですか。例えば県で何かレクチャーするから来いと

か、単に通達だけがポンって来るのかとか。今のお話聞いてると、どうなっているのかな

と思うんですけど。 

A：当局側としては官報とか、そんなので。載せてるじゃないかという形だろうと思うんで

すけれども、こちらは常にそれだけのアンテナを張り巡らしてはいないんで。 

聞き手：分かります。それが普通ですよね。 

A：逆に言えば、その規模で法律施行をするっていう格好であれば、そういう規模の会社宛

てに当局側から「こういう対象ですから」という案内でももらえると、そういうアンテナ

がちょっと怠っていても、それに対応する形は取れるかなと。 

聞き手：そういうときってあんまりないんですね。 

A：ええ、企業側からそういう形で見ていかないと、なかなか。 

聞き手：難しいですよね。 

A：雇用関係については、こういうふうに制度が変わりますんでという案内をもらうときも

ありますけども、この種の制度等はこちらがアンテナを張り巡らしていないと引っ掛かっ

てこない。 

聞き手：そんなもんなんですね。 

A：そういう関係で、連絡を受けて初めて対応したという格好ですね。連絡も期日間際であ

ったと思うんですけれども、すぐにパッパッとできるわけじゃないですし。 

聞き手：個人で勝手に書くわけにはいかないですからね。みんなで一応相談して、会社と

して決裁してってなるので。 

A：そういう形の中でしたので、ちょっと遅れに遅れて。 

聞き手：そうなんですか。当初、国からやるように言われた時に、どうでした？別にこれ、

世の中的に考えれば悪いことじゃないと思うんですけど、企業さんにとっては。 

A：そう、別に悪いことではないんですけども、特に女性を意識したところを企業側に条件

改善というか、待遇改善、そういう形で迫られているんで、そう女性、女性と、まあ、世
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の中的にやっぱり女性がね。 

聞き手：そうですね、今までちょっと。 

A：比較すればという目線で見れば確かにそう言えるなあという部分があるんですけども、

そんなに意識することかなというふうには、正直な面は思いまして、企業としてはそうい

う女性の差別化を意識した形で対応してるという気持ちは一切ないんですけども、女性に

ついては働きやすい環境を整えていかなきゃならない。でも、女性の割合とか、職制上の

割合、そういうのを今、強く言われますよね。 

聞き手：言われますね、例の 202030 ということで。 

A：言われるけども、これは会社が特にそういうふうに女性を差別してそうしているという

わけでもない。私どもそんな意識は、これっぽっちも持ったことないです。 

聞き手：かつて女性は結婚すると辞めちゃったりというのが多かったっていう結果なんで

すよね。 

A：ええ。ですので、なんでここまで法律の縛りをもって言われるような動きになってきた

のかなというふうには、正直、この時に思いましたね。 

聞き手：なるほど。 

A：今の流れで行くと、出生率も 1.3～1.4、1.5 までの間でちょっとばらついていますけど

も、決して２まで伸びるという状況ではないんで、政策的に何らかの施策を講じないとそ

ういうふうには動かんかなあというあたりも分からんことはないですがね。 

聞き手：ちなみに、こちらの会社では、女性が例えば結婚して子どもが生まれると辞めち

ゃうとか、結構そういう人が多かったですか、それとも少ない感じですか。 

A：辞められる方はいませんよ、ほとんど。 

聞き手：そうなんですか。 

A：全国的に見ると、１～２名の案件はありますけども、はい。 

聞き手：じゃあ、結構少ないですね。 

A：ええ、引き続いて、皆さん勤められます。ここではそんな方はいませんね。 

聞き手：そうなんですか。ちなみに女性は、ここで言うと、どんな職種に就かれるんです

か。ここは、いろんな作業とか、いろいろこう、仕事上、あると思うんですけど、そっち

にはあんまりいない？やっぱり経理とか、事務とか。 

A：女性の方で現場へ出ていって、高圧電源の制御盤とか、発電機とか、そういうものをメ

ンテするという人は当社の中にはおりません。 

聞き手：毎年、新卒の社員の方とか、大卒の方とか、採っていますか。 

A：ええ。 
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聞き手：採っていますね。そのときに女性の大学卒業生とかっていうのは気にしますか、

福利厚生制度とかって。何か印象はありますか。 

A：特に。 

聞き手：そんなに質問はないですか。 

A：ええ、意識はしませんけどね。ただ、うちの場合ですと女性の応募は、定期採用の場合

は本当にまれです。 

聞き手：募集してないというわけではないんですよね。 

A：それで、その例が定期採用では初めて女性の学卒者を採るという形だったんですね。今、

うちの事務所に１名おりますけれども。 

聞き手：基本的には男性がほとんどなんですね、入ってくるのは。 

A：そうですね。外の仕事中心ですので。技術系でいつも募集しますんで、それで応募され

る方というのは、女性はまれです。 

聞き手：普通は男性が多いですよね。技術系でも建物の中で何かやるような技術だったら

女性が来るかもしれないですけどね。よく言われるんですけど、大企業さんなんかは昔か

ら充実した福利厚生制度があるので、どっちかというと、そういう余裕があるところがこ

ういうのをどんどん積極的にやっちゃっているというのもあると思うんですけど、例えば、

こちらの会社だと、301 人以上ということでやられたんですけど、結構ぎりぎりのラインで

すよね。そういう意味では、上のほうまで一緒くたに義務化されたんですけど、そこら辺

はどうですか。要するに大きい企業であれば、もっと育児休暇取らせても代替要員は何と

かなるんですけど、このぐらいの人数でやっていると、一人がいなくなると大きいと思う

んですけど、そこら辺のコストっていうんですか、負担っていうか、その辺りについてど

う思われますか。 

A：ありますよ。代替要員については、やっぱり内部配転で対応するというのは、ほとんど

の部署が難しいですよね。 

聞き手：難しいですか。 

A：はい。ただ、ここでは女性というと、まだ 30 人ぐらいの規模ですから。 

聞き手：30 人というのは、ここだけじゃなくて、もっとなんか営業所とか。 

A：いいえ、ここだけです。 

聞き手：実際そういうお休みをされた方はいらっしゃいます？  

A：ほとんど結婚されて、出産、育児の過程では育児休職をほぼ 100％。 

聞き手：取っていますか。その間はどこかから人を持ってくるんじゃなくて、中で何とか？ 

A：内部配転可能な場合と、その技術レベルというか、スキルによっては派遣対応で。 
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聞き手：派遣ね。その時だけ派遣を雇ってということですね。 

A：はい。 

聞き手：じゃあ、やっぱり若干、プラスアルファでコストは掛かるっていうことですよね。 

A：掛かりますね。 

聞き手：でも、それは、何ていうんでしょう、許容範囲というか、毎年たくさんそういう

人が出るわけじゃないので、許容範囲という感じですか。 

A：まあ、何とか吸収はさせてもらっています。 

聞き手：時限立法だから、次世代法自体が終わりなんですよね。一応３期やってみて、ど

うでした？これに取り組んできて、2005 年以降ですね。率直なところ。 

A：なかなか、当社の場合の事業規模と業種っていうんですか、男性がほとんど外に出てい

くという形の中で、内部に女性が残って受付から営業事務、そういうふうな形で対応され

ている中で、女性のスキルアップなり職制登用というものが順調に進むかというと、なか

なか厳しいところがあります。でも、最近、国内で女性管理職３名、海外で、女性の管理

職登用っていうのも徐々には進んでおりますし、社員資格という中でも同様に、同じレベ

ルで階層別研修を受けさせますので、そういう中では上位の社員資格のところにも女性の

名前が入ってくるようになりましたね。 

聞き手：なるほど。今のところ、こちらでは執行役というんですかね、あっちのほうには

女性はまだいらっしゃらないんですか。 

A：役員の中にはいません。 

聞き手：そこまでまだ勤め上げる人がなかなかいないということでもあるんですよね。 

A：そうですね。 

聞き手：普通の会社って一般職と総合職みたいのがあって、総合職の人はそういうところ

に入れるような資格がありますけれども。 

A：まだ、うちの歴史なり規模なり、女性の採用経歴という部分でいくと、役員対応まで行

ってくれる人が生まれればいいなあと。 

聞き手：いずれ義務化されそうな気がしてしょうがないんですけどね。実はある企業さん

とも話をしていたら、あれが来られると嫌だなあという話はされていましたね。さっき言

った 202030 みたいのをもっと強烈にやるのか、ちょっと分かんないんですけど。 

A：そうですね。今年、表彰式に参列させてもらったときにも当局側の方がその話をされて

いまして、そういうふうな形で動いてくるのかなあというふうに思っているんですけども、

その基盤がそれぞれの企業なり地域、風土の中であるのかというところは若干疑問だなと。 

聞き手：やっぱり地域性というのはありますよね。もうちょっと都会だったら、そういう
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のがもっとあってもいい。 

A：そう、やっぱり。 

聞き手：ちょっと田舎に来れば来るほど、そういうもんじゃないよねとかね。 

A：こういう言い方は悪いが、都会・田舎と言うと悪いんですけども、やっぱり地方の、う

ちも 300 人は超えていますけども、中小企業ですよ。そういうところに働く女性というの

は、そんなにキャリア意識を持って入社されるという方は少ないと。内部で働き方を見て

てもね。 

聞き手：やっぱり地元の方が多いですか、女性は。 

A：そうです。もう通勤可能範囲内でと考えられている方が大半ですかね。 

聞き手：じゃあ、そういう方は、どっちかというと要するに執行部とか、そっちのほうま

で行かずに、ぼちぼちなところまでというか、そのくらいで、意思決定のところまでで働

きたいという感じですかね。 

A：そうですね。管理職層までというのでも結構な負担を感じているんで、そこに到達する

というか、そういう気持ちを持って日々働かれるという女性は、どうも少ないような気が

しますね。少ないと私の立場で言ってしまうといかんのですけども。 

聞き手：その辺り、最近の人事制度、よく分かんないんですけど、そういうのって、ちょ

っと面談で聞いたりはするんですか。例えば将来的に、できれば管理職まで行きたいんだ

っていう、どうなのとか、聞くことはありますか。 

A：そこまで制度的にはしていませんね。ただ、管理職登用に近づいた社員資格層の中で、

そういう目に付く女性が見えたら声を掛けますが、上司としては、ポストが空かないとい

けないので。 

聞き手：そうですね。 

A：はい。そういうところでは、やっぱりそういう話し合いもされております。 

聞き手：そうなんですね。 

A：ただ、そういう時期にちょうど子育て中、田舎のことですから、通学の手段というのも

やっぱり制限が出てきますので、ちょっと田舎だとやっぱりバスの時間帯でうまく、いい

バス路線がないとか、時間が悪いとか、そういうので送り迎えしなきゃならないとか、い

ろんな形が出てきますんでね。そうすると、どうしても一段落しないと、そこへいくら声

を掛けていただいても踏ん切りがつけられないというのが、どうも正直なところがあるの

で。今年、管理職に登用した女性も２回ぐらいそんな話があったんですけども、子育て中

で、業務に支障を来すだろうから、精いっぱい仕事ができないので、このままにしてほし

いという格好で、そんな話があったと聞いている。 
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聞き手：今は、それでも一応落ち着いた。 

A：ええ。子どもも大学へ行かれたとか、就職したとか。 

聞き手：もう手は離れたわけですね。 

A：という形なんで、送り迎えまでは、もうしなくてもいいと。 

聞き手：なるほどね。そういう制約もあるんですね。 

A：都会であれば、交通手段がね。 

聞き手：周りの目も、そういうのもちょっとよくないっていうような。お母さんは、やっ

ぱり家にいろっていうような面もあるし。そこら辺はあんまり感じないですか。 

A：そうですね。うーん、そこまでは、制約は、今はもうないと思うんです。家の中という

縛りまではどうか分かりませんけども、夫婦で話し合いをすれば、当然女性がそういう育

児やら介護やら分担してほしいという意識が夫婦間の中では当然強いですよね。今の 20 代

の男女の意識というのはどうか分かりませんけれども、ある程度の年齢のところでは、た

ぶんそういう親からのしつけというんですかね。育てられ方の中で。 

聞き手：親もそうでしたしね。それを見て育っていますからね。 

A：そういう形で来ていますね。ただ、人手もだんだん少なくなってきますし、夫婦で働か

ないとなかなか子育て、教育という立場でいくと難しいですよね。昔は一人、おやじが働

けば何とかなった。 

聞き手：何とか、子ども２～３人はいけるという感じでしたけどね。 

A：いう格好でしたけどもね。もう本当に。国がそういうふうに女性、女性と意識する中で

は、やっぱり男性と女性という形で見ると、企業側として男性のほうが育児とか介護とか、

そういう形で休むということがないので、そっちを望むという感覚になりやすいのは事実

でしょうね。ただ、やっぱり男と女しかおりませんから、少子化になってくると、男女で

分担せざるを得んようになってきますがね。そうなってくると、女性の企業の中での地位

という部分もだんだん高まってきますよね。そうなってくると、それを捨てて育児・介護

の負担を多く女性が持てるのかというと、そうではなくなってくるような気もしますね。 

聞き手：そうですね。そういうところまで、われわれも待てればいいですけどね。国もな

かなか待てないんですよね。 

A：その環境に至るのは、10 年というようなスパンで、その環境ができるというふうには

思いませんね。 

聞き手：ええ、なかなか難しいですね。 

A：お互い育った環境の中で自然とそういう気持ち、多少の教育手段があっても、そういう

ふうにお互いが思えるようになっていかないと無理なような気がしますね。 
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聞き手：本当に何でもそうですよ。大人に何を言っても駄目なんですよね。子どものころ

にどういう意識付けをするかによって結構変わっちゃうので、なかなか難しいですよね。 

A：男は料理をしなきゃならないというような意識なり、育てられ方をしてこなかったから、

別に作らんでもいいという環境で育ってきているので、駄目なんですよね。実際にやる、

やらんは別にしても、やっぱりそういう環境があるというのは非常に大事です。 

聞き手：そうですよね。でも、そこを政策的に何とかするのは難しいですよね。家の環境

なんて、まさにプライベートなところなので。 

A：はい。逆に企業の中でそういう数値的目標を立てて、何とかそういうふうに仕向けてい

くということをやらないとということですかね、この長い歴史の中で女性がそういう形で

来たのだから。 

聞き手：そうなんですよね。別に誰かに強制されたわけじゃないんですよね。日本人が何

となく、こんな感じでいいんじゃないって生きてきた歴史ですからね。それを変えようと

するのは、まあ難しいですよね。 

A：中国あたりだと早く家に帰った者が家事をする。 

聞き手：向こうはすごく平等ですからね。最後に、繰り返しになっちゃうかもしれません

けど、国も次の計画を考えているらしいんですけど、そこら辺に関して要望というか、こ

ういうのはやめてくれとか、もうちょっとこうしたほうがいいんじゃないかというのは、

どうですか。率直なところ。 

A：やっぱり事業規模、一カ所の事業所で 200～300 人の規模があれば意識して、いろんな

こともある程度できるかも分からないですけれども、一カ所の事業所が少人数単位の事業

所の寄り集まりだと、企業ノルマというのがあっても、なかなかそこの事業規模でそのノ

ルマを達成していくというのは厳しいなあというところがありますよね。 

聞き手：一応、次世代法も事業所単位なんですよね。ただ、営業所があると営業所も込み

の事業所単位ということなんでしたっけ。 

A：はい。たまたまここは 100 名ぐらいいるから、何とか考えようかという形は整えられる

けども、10 人ぐらいで女性１人という形の中で、女性の割合はこう、管理職の割合はこう

とか、そういうふうに言われてくると、そういう女性採用して、女性に「外へ行ってくれ

るか」と言って、本当に「行きますよ」という形でそういう技術を取得して、外へ行くた

めに頑張ろうかというふうに思っていただける女性が、どれだけいるのかなと。そんな、

外へ行って汚れるようなのは。 

聞き手：採用の段階で来ないですよね、下手するとね。 

A：そういうのが、ちょっと、うちの事業規模と、全国に散らばっている営業形態という、
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非常につらいところがあるなあというのが正直なところですね。製造メーカーあたりだと、

割と拠点でこうという形が作れますよね。 

聞き手：そこでつくるっていうね。ありますけどね。なるほどね。 

A：事業規模で 10 人前後の小規模事業所が、それもみんな対応ですよと言ったときに、ど

うなんですかと、社長以下従業員というような形態はどうなんですかってなりますもんね。 

聞き手：ですよね。今回、幸い 100 人未満はそういうことに関わらなかったでしょうけど、

でも、結局、大企業だけやってもしょうがないですよね。中小企業が日本のほとんどです

からね。それもなんか非常に変な話ですよね。 

A：一カ所で本当に 100 人規模の事業所であれば何とか後からついていくわという格好でも、

何か手だてはできるかもしれませんけども、20～30 人規模あたりでは厳しいです。 

 

2.3 中部地方、卸売・小売業、大規模企業、人事関係 A氏、B氏 

聞き手：現場で実際にどういうことを思っていらっしゃるのかということもうかがいたい

と思っています。こちらでは従業員数が義務の人数を超えていると思うので、恐らく 2005

年から、もう次世代法対応して計画を立てていると思うんですけど。 

Ａ：グループ会社が 10 社ほどあるのですが、各社同じように次世代法絡みでは取り組みを

しています。 

聞き手：その仕組みよく分かっていないんですけど、ある企業さんは、中小だったので、

４月１日にそれを始めなきゃいけないのを知らなくて、ぎりぎりに言われたので、結局ス

タートが８月ぐらいになったっていうところがあるんですけど、こういう場合、どういう

感じで来るんですか。国が言ってきたら、人事の人集めてレクがあるのかとか、そういう

のは特にないんですか。 

Ａ：うちの場合、そういう法律が施行されたり、あるいは新しく作られたり、改正された

りという場合、２つぐらいのルートで情報を入手しています。一つはグループ人事という

部署があります。ここが、いわゆる新しい法ができるよというふうなことについては、四

半期に１回、グループ各社の人事部長会、これは百数十社あるんですが、人事部長ばっか

り集めて、その場で「来年のいつからこういう法が施行されるよ」と。近々であれば「障

害者雇用率が 1.8 から 2.0 に上がるよ」というふうな情報は提供してくれます。 

聞き手：じゃあ、社内でまずは連絡が来ることもあるわけですね。 

Ａ：そうです。それと、もう一つは、おっしゃられたように労働局、労働基準監督署、こ

のあたりから法改正が近づいてくると大体、無料の研修会の案内が来まして。 

聞き手：人事の担当者、誰かが行くと。今回はどういう感じだったんですか。 
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Ａ：次世代法絡みの場合は、労働局内の雇用均等室から直接依頼がありましたね。うちは

女性が圧倒的に多い企業だというのがあって。 

聞き手：一番にやらなきゃいけないと思っているんでしょうね。 

Ａ：たぶん女性の雇用均等とか、あるいは処遇改善については、やってくれるんではない

かと。行政から見れば、女性の多い職場だということで、いい意味で目を付けられて、要

請がありましたね。 

聞き手：それで、先ほどちょっとグループという話もあったんですけど、こういう場合、

どういう感じで毎回対応するんですか。グループの統括みたいなところがあるわけですよ

ね。そこが例えば「こうしよう」って決めて、各グループに「こうしなさい」と言うのか、

それともここはここで独自に行動計画を作るのか、どういう感じでやられているんですか。 

Ａ：具体的な行動計画の策定等は各社ですね。ただ、大きな方針として、各社挙げて次世

代法対応するよとか、あるいは「くるみん」取得目指して、認証取得目指して各社やって

くれと、こういったところはグループ人事のほうである程度方針は出してきますね。 

聞き手：今回もそういうふうにやったと。 

Ａ：そうです。提出先も一応、各県の労働局であったものですから、これはもう個社対応

という形で進めましたね。 

聞き手：どんな感じの行動計画でした？  

Ａ：22 年に更新のときに、２回目のときに受理された、これは向こうの指定様式ですけれ

ども。あんまり書くというよりは項目を丸して、これをやりますというスタイル。 

聞き手：それで、2005 年４月１日に始まったんですけど、その前に一応法律は 2003 年ぐ

らいに確定しているので、どういうことをしようとかっていうときは、どんな感じでやり

ましたか。 

Ａ：圧倒的に女性が多いということは申し上げましたけれども、それを束ねているという

か、統括している労働組合が、うちはパートさんも組合員ですので。 

聞き手：一緒の組合ですか。パートはパートですか。 

Ａ：いやいや、もう全く一緒の。ですので、組合員が今、５千人弱ぐらいいるんですけれ

ども、こことの意見交換ですね。やっぱり個別に聞き出すと。 

聞き手：数がすごいですからね。 

Ａ：アンケートも大変な数になりますので。組合との連携の中で、じゃあ、この辺進めよ

うかとか、目標設定しようかとか。ほとんど、パートさんが組織化、組合員化されてから

は、こういう取り組みは大体組合と、労使協同でやることが多いですね。 

聞き手：それで、今回は、次世代法に効果があったかどうかという話なんですけど、正直
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なところ、どうでしょう。 

Ａ：これは目に見えたものとして、顕在化したものとしては、やっぱり「くるみん」を取

ったということを新卒採用時にちょっとＰＲさせてもらいましたので。 

聞き手：やっぱり学生さん、気にしますか。 

Ａ：そうですね。特に女子学生ですね。ちょっと会社のイメージがね、じゃあ、それでど

れだけ応募者数が増えたのかというと、程度的なところまでは分かりませんけれども、何

名かから「くるみん、取られてますよね」と。 

聞き手：やっぱり気にしているということですね。 

Ａ：そうです。詳しい学生になると、「じゃあ、男性の育児休暇取得者、いるんですよね」、

「いやいや、いますよ」という質問を受けたことありますから。 

聞き手：なかなか勉強していますね。 

Ａ：そういう、やっぱり、今よく言うワークライフバランスっていう、家庭と仕事という

ふうなことに対しても配慮してくれる企業なのかなあと。 

聞き手：実際に働いている方々の率直な意見とか、そこら辺はどうですか。目に見える数

字も難しいかもしれませんけども。 

Ａ：育児休暇を申請することに対する抵抗感というんですかね、ただ、分かりませんよ、

これは。「あんなもの出して」と思っているかも分かりませんが、それは、ぐーっと下がっ

たと思いますね。 

聞き手：今まで大変でしたもんね。言えないなあというのがあって。今は法律で強制され

ているからというのがあると、やりやすいかもしれないですね。 

Ａ：復帰後の短時間勤務なんかの申請も、うちは小売業ですから、店長から言うと、「１年

も育休取って、また時間も短いの？」みたいなところがちょっと、口では言えませんから、

会社がやっていることですからね。でも、そういう申請を出す側の抵抗というのは、ぐー

っと下がったのかなと。育休の復帰率、取得率というのは、これはもう女性は 100 に近い

ですから、95％のところで。 

聞き手：さっきの目標みたいな、100 とか、なんか出ていましたね。 

Ａ：そうです。よほど途中で体調が芳しくないとかいうこと以外は、ほぼ女性は戻ってく

れますし、男性も２名かな、育休取得者が。 

聞き手：女性の場合、ほとんど大半はパートタイムでしょうか。 

Ａ：正社員、いわゆる無期契約の正社員、それからパート社員と、もう、うちは３つ目は、

アルバイトは学生に限定していますので。 

聞き手：じゃあ、アルバイトとしては、いないわけですね。 
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Ａ：そうです、学生さん。２つだけですので、パートさんも全部こういう育休であるとか

の対象にしていますから、最近では、やっぱりパートさんの取得が中心ですね。 

聞き手：そうですか。 

Ａ：正社員より。まあ、数がね。正社員 930～940 に対してパートさんが 6,000 ぐらいいま

すから、圧倒的にパートさんが多いもんですから、申請もパートさんの申請が中心ですね。 

聞き手：でも、パートさんが取れるというのはいいですね。通常の企業だとなかなか取り

にくいというところもあったりするので、パートさんだと。まあ、パートさん中心に動い

ているので、これを拒否したらみんな辞めちゃいますからね。 

Ａ：そうです。正社員とパートさんの格差を付けてしまうと、いろんな場面でやっぱり具

合が悪いんです。「なんで私たちはこれだけ冷遇されるんですか」と。お店で言うと、100

人のお店で大体正社員 10 人ですから、90 人にやっぱりそっぽ向かれると、どうしようもな

いということなんですね。 

聞き手：なるほど。今、ちょっとお店の話、出ましたけども、店舗がたくさんありますよ

ね。そういう意味では、どういうふうに各店舗での取り組みっていうのを管理していると

いうか、見ているという感じになるんですか。例えば本社の中で何かやるというのは、ま

だ分かるんですけど、店舗が結構中心ですよね、業態としては。そうなると、各店舗ごと

に努力目標を決めるんじゃなくて、一応、全体として何かやりますよね。そのときにどう

いうふうに、監督っていうわけじゃないんですけど。 

Ａ：これも冒頭で少し言いました、組合、労使協調をしていますと言いましたけれども、

各店ごとで労働組合主催の職場集会というのがあるんですね。組合の支部長というのが必

ず店にいますので。その支部長と組合員で月１回、職場集会をやりましょうと。そこで出

た意見を労働安全衛生委員会の中で店長に提案し、解決していくという流れがあります。

ちなみに労働安全衛生委員会は従業員５０人未満も含めて毎月全店やっています。また、

そのときのテーマとしてパートさんの処遇についてとか、あるいは労働環境についてとか、

場合によっては次世代法絡みの、そういう共通テーマを本社のほうから発信することもあ

り、これを審議の議題の中に必ず入れなさいというふうなことで、こういう法の規制なん

かでやらなきゃならないものが出てきた場合は、こちらから発信します。それの議事録を

全部、電子メールでこちらへ回収しています。 

聞き手：それで把握をして。 

Ａ：ええ。組合をうまく使って、労使でというのも、店も労使の組織がありますから。 

聞き手：２回、３回と、行動計画どんどん作ってきたと思うんですけど、そのたびに例え

ば簡単な総括みたいの、されました？１回目やったときにちょっとあれだったよなあとい
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うことで、２回目はちょっと直そうかとか、そんな感じで。 

Ａ：それは１回目終わった段階で、２回目提出の段階では、それはもちろんやりましたね。 

聞き手：そのとき例えばどんな声があったかとか、そういうのが、なんか分かります？ 

Ａ：それが、男性の育児休暇取得者の実績を１名以上つくるというハードルがあったんで

すが、それなりのポストの人間が一定期間、抜けるわけですよね。人事異動上、そこへ欠

員者を発令するだとか、あるいは残った人間でカバーするだとか、もうそこは一時しのぎ

の力技で、「この人間、ちょっとしばらく休むから応援してくださいね」と。これは労働局

の会議でも申し上げたんですが、なかなか、お子さんができて育児休暇を取ろうというの

は大体 30 過ぎぐらいですよね。 

聞き手：そうですね。 

Ａ：各部署で言うと、大体働き盛り。 

聞き手：ええ。一番現場にいてほしい人ですよね。 

Ａ：抜けられると痛手になるようなポストの従業員なものですから。女性の場合、１年取

るという場合、人事異動で発令するんです。人事部付にして次の人間を送り込む。でも、

男性の場合は、そんな１年も基本的には取りませんから。１週間とか、10 日とか。じゃあ、

その間どうするのと。残った人間に力技でちょっと彼の分も頑張ってちょうだいと。こん

な、極めて、何というか、場当たり的な対応しかできていない。これを、これからどんど

んどんどん男性の育児休暇取得を増やしていくためには、やっぱり仕組みにしなきゃいけ

ないというところは気付いていましたけど、いまだできていません。 

聞き手：まあ、難しいですね。今のところは、ちょっと手の空いている人が手伝うと。そ

れは店舗内ということですか。それともほかの店舗から。 

Ａ：いや、基本的には本部の人間を、僕がちょっと目を付けて。 

聞き手：ちょっと今週、行ってくれとか。じゃあ、むしろ女性が例えば１年取ると言った

ほうがやりやすいのは、やりやすいですね。 

Ａ：やりやすいです。それはもう後の、後任を人事異動で発令しますから。 

聞き手：それか、パートさんだったらパートをもう一人雇うとか、そういうことになるわ

けですね。 

Ａ：そうです。 

聞き手：むしろ短いとやりにくいですね。 

Ａ：そうですね。異動というわけにもいきませんし、戻ってくるのはもう目に見えている

わけですから。男性の育児休暇を推進する上での仕組みがないというのが、ちょっと。上

司からすると、「人事部はいいわねえ」と。「取れ、取れと言うだけで、後の仕事のこと考
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えなくてもいいから」と、嫌みの一つも聞きながら。この辺が制度化している企業さんと

いうのは、まだまだ少ないと思いますけど。 

聞き手：そうですね。そもそも取得が少ないので、今回は乗り切ろうとか、そういうこと

ができますが、女性の場合、毎年定常的に何人か取っているので、仕組みになるんですね、

自然と。男性の場合、何年かに１回ぐらい、ぽつんと出ちゃうと「あれっ」とか思って。 

Ａ：大体、年度で言いますと、何日間か引っ掛かっている、１年取りますからね。２年度

にまたがることも多いんですが。30 人ぐらいは取っていますから、年間で言えばですね。

その１年で完結しているかどうかということは別にして、１カ月だけ、はみ出ているとか、

2012 年に掛かっているという人間をカウントしていきますと、大体 30 人ぐらい対象者が

おりますので、逆に「少し頑張ってくださいね」では済まないんですよね、現場は。 

聞き手：こういう法律を決めると、やっぱりコストの面を国は別に保障してくれないので、

ただやれと言うだけなので、現場としては多少コスト感はあるわけですよね。 

Ａ：そうですね。 

聞き手：それは、でも法律があるからしょうがないというか、何とか吸収はできているわ

けですか。 

Ａ：ええ。やっぱり圧倒的に女性が多い業種ですから、コスト増はあるんですけども、や

っぱり女性の従業員満足を高めていくことが会社の発展につながることだと思っています

から、そんなに負担感はないですけどね。これ、たぶん男性が８～９割ぐらいの企業であ

れば、なんで女性だけそんなに優遇するんだと。 

聞き手：最近よくある流れで、管理職に女性を入れろという流れが出てきていて、これは

今、どんなもんなんですか。 

Ａ：店長は実際２名しかいないんです、90 店舗ある中で。 

聞き手：でも、いるわけですね。 

Ａ：それから本社のいわゆる課長ですね、ここが１、２、３人かな。 

聞き手：本社というのはここですか。 

Ａ：ここです。この建物です。それから部長が１人ですね。まだ役員はいません。 

聞き手：いずれはそれを増やしていきたいということですか。 

Ａ：そうです。世間で言う、主任と言われるクラスは、これは百数十人いるんですけれど

も。やっぱり世間的にもパッと、女性登用しているなって分かるのは店長でしょうね。 

聞き手：うん、そうですね。 

Ａ：本社の建物の中にこもっているとね、ちょっと分からない。女性の店長をどれだけ増

やすか。 
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聞き手：先ほどもちょっと申し上げましたけれども、一応、国としては、次世代法が終わ

るので、次どうしようかっていう話をしているんですけど、何か意見はありますか。 

Ａ：もうここまで更新もしてやってきたので、逆に従来の次世代法は終わっても同様のも

のは、僕はやっぱり要ると思いますよ。せっかくこの男性の育児休暇取得が、２人ほど実

績をつくった。あと３人目、４人目、続かせるためにね。ここまで来て法の規制がなくな

ったからやらなくていいよと言われるよりは、継続してもらったほうが。多少苦労した部

分もあるんですけれども、それはそれで続いていくほうがいいかなと思っていますね。 

Ｂ：企業の採用とか、そういった場面でも、やっぱりこういうことにしっかり取り組んで

いるというのはアピールにつながって、新規の学生さんとかも結構注目していただいてい

るっていうのを採用の担当から聞いたことがあります。 

聞き手：学生さんも気にするし、社内でこういう動きをするときも社内の理解を得やすい

ですよね、法律があると。ある企業さんも、今まで社内的に面倒くさかったんですけど、

法律ができたことによって社内でも通りやすくなったっていうことで、そういう部署的に

はとてもいい法律だとかっていう話もありましたので。ちなみにこちらでは、上の役員の

方というのは、こういうのに理解が結構あるんですか。 

Ａ：法そのものを熟知しているっていうことは、それはもう、ないと思いますので、われ

われの社内報を使って、人事が発信部署となって、こういう法ができましたとか、あるい

はこういう認証を受けましたとか、「男女がいきいき」のときの表彰を社内報に載っけて、

あれは県の知事賞だったか、そのときの写真と表彰の場面を載っけていくと。でないと、

やっぱり人事だけのスタッフしか分からないような取り組みではまずいですので。 

聞き手：さっき女性管理職の話聞いたんですけど、ご存じかもしれませんが、202030 って

いう、2020 年までに、いわゆる意思決定の場に女性を３割、国会議員に女性３割とか、い

ろいろあるんですけど、どうも、ああいうのを強くしていこうという声も最近聞こえてく

るんですけど、ああいうのを例えば次の法律で来たら、対応としてはどう思います？３割

とは言わないかもしれませんけど、一応、次世代法は結構、若干、軌道に乗り始めている

んで、なんか最近、もう少し女性をもっと入れていこうとか始めたし、なんか来るんじゃ

ないかと恐れている会社さんもあるんですけど、そういうのが来るとしたらどうですかね。 

Ａ：業種の特性上、やっぱり女性はもっと増やすべきだと個人的にも思います。お客さん

が女性ですから、うちは。じゃあ、あのお客さん何を望んでいるのということを男が考え

るよりは、やっぱり女性が考えたほうが、直接的な売り上げ増にもつながるのかなと思い

ますね。したがって、仕入れの舞台にも結構、今、入れているんです。 

聞き手：昔はもう全然いなかった？ 
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Ａ：いなかった。男社会だったんですけれども。 

聞き手：そういうところには女性が入り始めているということですね。例えば店長とか、

要するに国としては恐らく意思決定のところに３割と言っているので、こういう業態で行

くと、やっぱり副店長とか店長とかっていうことになるんですかね。 

Ａ：そうでしょうね。 

聞き手：そういうときに、ある会社の方は、そこにまず女性が、まだそういう世代ではな

いので、今の若い人たちは結構、続けるという人が多いと思うんですけど、40、50 のあた

りだと、まだそういう意識の強い女性って少なかったので、あまり今のところ残っていな

いらしいですね、男ばっかりで。なので、いきなり３割とかって言われると、そもそも女

の人がいないので、かなり若いところから持ってこざるを得ないとか、それはそれで、な

んかおかしいんじゃないというか、上の男性が困るというか、逆に反感を持つということ

があるんですけど、そういう意味では、女性のストックという言い方は変ですけど、人材

としては、いますか。 

Ａ：うちもやっぱり入り口、新卒採用の段階では基本的には五分五分なんです。 

聞き手：五分五分ですか。 

Ａ：はい、ここ数年、あるいは 10 年ぐらい、そうですね。ところが、今おっしゃられたよ

うに、管理職一歩手前まで行くと、これがやっぱり８対２ぐらいまで、比率としては、な

ってしまうんですけれども、ようやくここ５年、10 年ぐらいのところで、退職率は別に特

に性に偏るということはなくなりましたけれども、それより前の世代になりますと、やっ

ぱり結婚とか、出産とかで辞めていく。 

聞き手：まあ、それが普通でしたからね。 

Ａ：ええ、辞めるのが普通でしたから。管理職一歩手前ぐらいで言うと８対２ぐらいで、

今、正社員 930 人ぐらいいるって申し上げましたけど、この中に占める女性の単純な頭数

というのは 160～170 ぐらいなんですね。入り口、五分五分で採っていて、これぐらいの割

合ですから、いかに中年より上のクラスに女性が少ないかと。これは正社員で言うと、今、

申し上げたような比率ですが、パートさん含めると男性対女性が３対７なんですね。だか

ら、パートさんを管理職に登用できるような制度、仕組みを今、敷いているんですけど。 

聞き手：それはもう実現されているんですか。 

Ａ：ええ、しています。 

聞き手：パートさん出身で店長とか副店長になるような人がいるっていうことですか。 

Ａ：ええ、そうです。ここを母集団として道をつくっておかないと、社員だけで女性の登

用を考えていくと、途端にやっぱり将来が見えないのでね。ようやくパートさんで、店長
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まではいませんけれども、いわゆる世間で言う係長というクラスは随分増えましたね。 

聞き手：そうなんですか。 

Ａ：80 人近くいると思いますけれども。 

聞き手：でも、待遇としてはパートさんなんですか。待遇というか、どういうふうに分け

ているか、ちょっとよく分からないんですけど。 

Ａ：社員と大きく違うのは、やっぱり有期契約か無期契約か。ただ、賞与等も相当やっぱ

り社員に近い状態まで近づけてきていますのでね。 

聞き手：社会的にはそれが理想なんですよね。今はガクンと、すごい差がありますからね。

そういう意味では結構、先端的なあれなんですね、人事的にしているんですね。 

Ａ：これも労使で一緒にやってきたんです。同一労働・同一賃金って厚労省が言うわけで

すけど、じゃあ同一労働・同一賃金ってどのレベルを言うのと。賞与とか、退職金とか、

いろんな福利厚生も含めて同一労働・同一賃金かというと、均衡処遇という、均等じゃな

く均衡、バランスの取れたというんですが、これは賞与・退職金を別にして、月例賃金の

時間給で言った場合に、正社員を 10 とした場合、パートさん９の時間給に相当すると。10

対９、１割ぐらいは下がる、これが大体均衡だということで、ここに何とか持ってこよう

ということで、パートさんの賃金体系、給与制度を変えてきまして、今ようやく 10 対９と

は申し上げにくいんですが、10 対８ぐらいのところまで来ていますので。したがって、処

遇上もそんなに正社員と比べてガクンと見劣りするという。 

聞き手：10 対８だと随分近いですね。 

Ａ：退職金はさすがに支給対象としていませんので、これらを入れると８対 10 のバランス

はガクッと下がるんですけれども。やっぱり厚労省あたりでも均衡、均衡と、「衡」という。 

聞き手：そうですね。 

Ａ：均等と言われるともう無理ですと。 

聞き手：イコールというのは難しいですよね。 

Ａ：もうこちらは万歳せざるを得ない。 

聞き手：まあ、バランスが取れているということですね。 

Ａ：均衡の解釈としては、前だったら、たぶん 10 対４とか、10 対５とか、これぐらいの格

差は十分あったと思うんです。ちなみに役職手当は全く社員と一緒ですね。主任手当２万

円というのは、社員も２万円であれば、パートさんも２万円ですよと。 

聞き手：そういう仕組みになっているわけですね。 

Ａ：でないと、やっぱり女性の登用っていうのは、社員だけに限定していると全然進んで

いかないですね、この業界は。 
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聞き手：じゃあ、いざとなれば 202030 みたいなものも何とか達成できるかもしれませんね。 

Ａ：グループ全体としては、やっぱり経営陣にということをよく言いますね。何名か社長

が誕生していますね、代取が。女性の。うちのグループの中では。うちは代表取締役社長

までは到底。 

聞き手：まだまだ？ 

Ａ：まだまだ時間はかかると思います。 

 

2.4 関西地方、製造業、大規模企業、人事関係 A氏 

聞き手：次世代法が入ってからって何かありました？ 

A：そうですね。男性の育児休業取得がうちにとっては一番ハードル高かったですね。当時、

１号がやっと出るかというような時だったので、何とかその人に「出来るだけ長く休んで

欲しい」とお願いしました。 

聞き手：「休んでくれ」と。 

A：直近で復帰した人はもう少し長く休んだんですけどね。結局１カ月半ぐらい休んだのか

な。彼は２人目の出産に合わせて、妻が里帰り出産をしなかったので、上の子の面倒を見

なきゃいけないじゃないですか。だから、出産に合わせて１カ月半ほど休みました。 

聞き手：育児休業取得パーセントとかって決めたんでしたっけ。 

A：いいえ、決めていません。 

聞き手：そうですか。決めているところもありますよね。率で何％目指すとか。 

A：育児休業の取得者数は女性はすごく多いです。ですから、率とかは特に決めてません。 

聞き手：男性については？男性の取得率を、要するに日本全体だと２％とかになっている

ので、ここでは 10％とか。 

A：全然。男性には取ってもらおうというのが精いっぱいでした。社内のＨＰでお知らせし

たり、広報活動に力を入れましたが、なかなかつながりませんでした。ですので、「短期育

児休暇」妻の出産に合わせて連続５日間の取得ができるという有給を打ち出しました。 

聞き手：それが、いわゆる普通の有給とかとは別に、独自に何かそういうのを設けている

んですか。 

A：本人が失効した年休を使うという制度で、出産休暇みたいな感じで通常の年休とは別に

取れるようにしてＰＲしました。そういうのをすると年間 120 人ぐらいは妻の出産にあわ

せて男性が休むようになりました。 

聞き手：そうなんですか。120 人というのは男性社員で言うとどのぐらいですかね。でも、

120 って多いですよね。もちろん、率にしたら小さいかもしれないですけど、それだけの人
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が取るというのは結構多いですね。 

A：そう、結構積極的に次世代育成で、こういう制度がありますよというようなことを、ま

ずお知らせしようということになり、組合からもたくさんの広報紙を出してもらいました。

「出産育児のしおり」というパンフレットみたいなものも労使で作り、本人または妻が出

産休暇を取るとか、そういう申請をした人に渡すことにしました。 

聞き手：そういうのは今までなかったんですか。 

A：年休がたくさんあるので、自由に休みは取れるのですが、そうやって名前をきっちり、

「短期育児休暇」として次世代育成の活動全体でお知らせすることで、取得率は一気に上

がりました。 

聞き手：民間の企業、結構大きいところは、妻の出産の前後で休める休みというのは昔か

らあったらしいですね。 

A：そうですね。 

聞き手：全体で 20％か 30％ぐらいの会社がそれを持っていたっていうのを見ましたけど、

そういう感じのやつ？ 

A：そうです、そうです。 

聞き手：この法律が成立したのは 2003 年で、スタートが 2005 年だったんですけど、その

前っていうか、2005 年より前っていうのは、何かやっていたかって分かります？ 要する

に 2005 年スタートするに当たって、例えば社員にこういう制度があってほしいとかってい

うアンケートするところもあったりするんですけど、そういうの聞いたことあります？ 

A：そうですね。基本的に法対応を常にきちんとやってきました。育児休業・介護休業・短

時間勤務と。そういう意味では、ずっとやり続けている感じですね。 

聞き手：じゃあ、これが導入されるからって改めて、なんかこう、調査をするとかってい

うのは特になかったんですか。 

A：改めて調査はたぶんしてないと思います。積極的にお知らせすることで、より加速され

たり、管理するようになったのだと思います。今までは組合員からの声でもって組合から

も要求があり、制度化検討をしてきたと思います。制度化することによって、統計は取る

ので、取得者数とかの定点観測は続けていました。例えば、育児休業法も法制化の１年前

に制度化しています。次世代育成法は後から出てきたので、改めて制度を作るというより、

利用率向上を検討したという効果があったのではないでしょうか？ 

聞き手：より強制力を持ったということですね。 

A：そうですね。何が特にって考えると、男性へのＰＲが加速されたと思います。今でも少

ないですよ。本当に少ない。でも、グループでは割と男性も取得者います。 
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聞き手：育児休暇？ 

A：はい。 

聞き手：大体何％か。普通、日本で言うと２とか、１とか、０とか。 

A：でも、率にしたら本当に少ないです。母数となる社員数が多過ぎますよね。 

聞き手：女性の場合、率を出しやすいですよね。 

A：そうですね。 

聞き手：出産経験者のうち何割とかね。男性の場合、ちょっとよく分かりにくいですよね。 

A：そうですね。これができるまで、やっぱり働きやすさというか、女性が働き続けるため

にという視点で、母性保護制度の整備は続けてきたので、そういう意味では、この法律で

男女が共にという考え方に進んで行ったのではないでしょうか。 

聞き手：なるほど。例えば効果ってよく分からないかもしれないけど、少なくとも、その

前後で例えば就業を継続する人が増えたとか、そういった動きって何かあります？具体的

な数字を言うのは難しいと思うんですけど。 

A：そうですね。数字的にはあまり変わらないかと思うのですが、取りたい人にとっては取

りやすくなったと思います。 

聞き手：今までも雰囲気の問題って言われていましたからね。制度はあるのに取りにくい

わっていうのが。 

A：そうです。運用が、やっぱり難しい面がありますが、そういう意味では、上司にもパン

フレットを配ったりしましたので、たくさんの人の意識の中に入れたという大きな役割は

果たしたのではないですか？ 

聞き手：だから、上司とかも今までは嫌だなと思っていたけど、数値目標があれば、達成

しなきゃいけないからＯＫを出さざるを得ないというか。 

A：そうですね。 

聞き手：むしろ取ってくれってなるかもしれないですよね。 

A：はい。組合がこの育児関連プログラムというのを全面的に広報してくれました。 

当時の制度ですが、妊娠期から子育ての期間、短時間勤務が終わるまでの制度を全部時系

列で並べてくれて分かりやすく社員にお知らせしてくれました。 

聞き手：こういうときにはこれを使えるとか。 

A：パンフレットを作ってくれたので、そういう意味ですごい取りやすくなったんじゃない

かと思います。初めての出産だと、どんな制度があるかもよく分からないですから。 

聞き手：１人目が終わった後でいろいろ知るっていう。「えーっ」ていう感じですよね。 

A：そうなんです。全員にいったん配付してくれました。労使で協力して作成はしましたが、
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配布は全面的に組合が担当してくれます。従業員さんが何となく何でも聞きやすい。人事

が配ると、休むと評価につながるなど、あるかもしれないので、組合にお任せです。 

聞き手：なるほど。これは、2009 年っていうことは１回目の計画のときにこれをやったと

いうことなんでしたっけ。２次計画の進捗っていうことでしたっけ。 

A：そうですね。２回目の目玉でそれをしたようです。そういう意味では、子育てしながら

頑張っておられる方を社内で、いくら増えてきたといってもやはり、まだまだ点在なので。

勤務地によってはいないと言われるので、できるだけ見近に感じて頂く様、ネットで公開

するということとかもやりました。 

聞き手：それは何でしたっけ、それは時系列でしたっけ。 

A：これは、そうですね。ここが１回目で、ここが２回目で、また今後どうするという計画

ですね。今はグループ全体で出してもらってるので、なくなりました。 

聞き手：今、２つ目の計画で、実際、会社の中の雰囲気として、雰囲気というか、実際の

数字としては出にくいというか、取らないですよね、何％とか、あんまりね。 

A：取らないですね。 

聞き手：とはいえ、何となく男性のほうがちょっと加速したっぽいし、制度としても一応

あるのはあって、以前からあったけど、取りやすくなったというか。取りやすくなったと

いうか、言いやすくなったんですかね。 

A：積極的にお知らせするようになりましたよね。制度は整っていたので、やはり、周知す

ることを優先しました。一旦全員に配り、その後は、出産とかする対象者にだけパンフレ

ットをお渡したりしています。取り組みの最初は、全員に「次世代育成法がこうですよ」

というＰＲをしたりしたので、そういう役割は果たしていますよね、この法律。 

聞き手：今までは、どっちかっていうと本当に生まれそうな人に対して、「こういう制度あ

るから使ってみる？」とかだったかもしれないですけどね。ちょっと２人目、要らないか

なと考えている人とか、遅くてもいいかなと考えている人たちに対しても「こういう制度

あるよ」っていう意味では、何かしらあったって言えるかもしれないですね。数字に出る

か、ちょっと難しいですけど。 

A：正直この法律なのかどうかはよく分かりませんけれども、やっぱり女性も働き続けよう

と思ったときに出産かキャリアかみたいな、あったじゃないですか。 

聞き手：今までの日本は必ずそうですからね。 

A：それを、やっぱりみんなが働き続けようと思うと、どっちも行けるようにしないと、ど

っちも持ちながら続けられるようにしない限り、単純に考えたら半分じゃないですか。と

いうのがあるから、これとは直結しないかもしれないけど、積極的に会社もＰＲしている



- 60 - 
 

というか、サポートもするし。 

聞き手：会社としても一応こういうのを進めるということに関してメリットはあると思っ

ているんですよね。従業員さんのモチベーションじゃないけど、続けてもらおうとか。 

A：まあ、そうですね。それこそ生産性を高く働こうと思うと疲れるというのは正しいこと

だと思うので、そうやって「24 時間、頑張りますか」だとあんまりいいアイデアが出ない

とか、あるじゃないですか。 

聞き手：長く働いても無駄ですからね。 

A：そうなんですよ。そういう意味で行くと、やっぱり男女が共に暮らしやすい働き方って

いう、そういう流れも一緒にあるんでね。本当にどれが一番影響を及ぼしたのって聞かれ

ると分からないです。 

聞き手：分からないですよね。それは私もよく思います。結局、いろんなのが複合的に行

って、何となく、こう、社内的にも雰囲気がいい感じになってくると、結果が出てくるか

もしれないですよね、後々。出産とかでも、法律入れられて周知するまでも、そもそも時

間かかるし、という意味では、これは周知ってどの時にしたんですかね、しっかり。2005

年４月１日に法が施行したんですけど、その辺りどうですか。ちょっと難しいですか。 

A：記憶が定かでないですよ、全然。 

聞き手：恐らく施行される前には告知はしそうですよね。こういう法律が今度施行される

ので、うちではこんな制度をしますよとか。申請、いつしたんでしたっけ。 

A：一番最初にですよね。 

聞き手：４月は結構少なかったんですよね、確か。２～３割ぐらいしか提出していなくて、

12 月ぐらいになってようやく九十何％に行っていましたね。 

A：はい。４月１日に出しましたね。ちょうど、女性躍進とかも始めたころだし、何もかも

がうまくお互いを、相乗効果を発揮させたというか、そんな感じですよね。 

聞き手：あとは、一応なんか準備期間持っているんですね、やっぱり。16 年から中央労使

委員会、これは労使で何かそういうのがあるんですね、定期的に。 

A：立ち上げたんじゃないですかね。労使委員会の中にこういう。 

聞き手：こういう特別にあるやつ？ 

A：で、そうやって冊子出そうっていうようなことになったと思いますよ。 

聞き手：なるほどね。多少やっぱり準備期間設けているんですね。準備期間がないと、こ

こに提出できないですからね、17 年にね。 

A：そうですね。計画書を作る感じですね、その期間に。やっぱり女性躍進推進室の設置と

ほぼリンクしているんですよ。発足して、その後、公募したのかな。これ、だから人事の
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人たちがつくったんですけどね。いろいろやっていて、やっぱり人事で考えても難しいっ

ていうので公募が始まったんですけどね。 

聞き手：これ、人事の中にできたんですか。 

A：人事の中につくったんです。 

聞き手：１次計画で達成済みっていうのは、数値は設けていない。 

A：そうですね。 

聞き手：なんか期間を延長するとか、そういうので、延長したよということなんですね。 

A：お知らせが中心ですよね。再就業支援とかね。 

聞き手：あと、さっきもおっしゃっていましたけど、工場とか、いろいろありますよね。

そういうところとの関係はどうですか。例えばここは一生懸命やると思うんですけど、工

場のほうとかの扱いというんですかね、そっちのほうでも一生懸命やれよって、担当者が

いるとしたら、その方にやらせるとか、そこら辺、周知とかはどうですか。あと小さい営

業所とかもあるとすると、そういった辺りはどういうふうに管理されているのかなと。小

さい工場がそこにあるだけの会社だったらいいんですけど、恐らくいろんな所にあると思

うので、そこら辺、どうされたのかなと。 

A：基本的に人事がいろいろいるじゃないですか。だから、そういう法律が変わったよとか、

そういうのでこういう取り組みをしますよというのは、そういう人事責任者会議で説明を

するので、それこそ営業所の拠点、工場の拠点から人事が来るので、持って帰る感じです

よね。そのＰＲの資料作りましたとかっていうのは、そもそも組合が配ってくれるので、

組合員さんがずっと、全てのビラとかを配る人がいるじゃないですか。それとセットで一

緒に配られるから、全員に漏れなく渡りますね。改めてこのために何か徹底する方法をつ

くらないと徹底できないかと言われると、そうではないですよね。 

聞き手：まあ、普段からつながりはあるわけですからね。この次世代法だけじゃなくて、

普段から業務命令とか、ありますからね。 

A：そうですね、はい。それこそダイバーシティ活動をやっていますって言って、当時はそ

れが女性躍進活動であって、地区委員会を設けてやっているので、工場ごとに委員会があ

り、小さい所はないですけど、拠点ごとにそういう委員会があって。これが入札で優先さ

れるとかって、途中でできたじゃないですか。 

聞き手：ありますね、「くるみん」取ってないと駄目だよとか。 

A：そういうのが進むと、やっぱり中小でも進むんじゃないですかね。 

聞き手：やらざるを得ないっていうのはありますからね。 

A：そうなんですよね。業容的にあんまり関係ない感じでしたけどね。入札で行けるよとい
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うのも、そんなの関係ないだろという話でしたけど。 

聞き手：これ、例えば計画のときに数値を設けなかったというのは、何かあるんでしたっ

け。さっきもちょっとおっしゃってましたけど、会社によって、何％とかっていうところ

がありますけど、特にそういうのは設けないというか、設けるのが難しいのか、意味がな

いのか、いろいろ理由はあると思うんですけど、何かありました？ 

A：数値をあまり持たないのは、数値が独り歩きするのが困るから。本当は取る気もないの

に、とりあえず無理やり取らされたとかね。どうしてもそうなる。本社で 30 人とか３％っ

て決めると、やっぱりそれぞれノルマを課せられるじゃないですか。というのでは、やっ

ぱり実効性がないというか、実質的じゃないねっていうのがありますね。 

聞き手：社員さんの幸せにはつながらないですからね。強引に取らせてもね。 

A：バランスだとは思うんですけどね。数値目標と、きっちりやるっていうことの。 

聞き手：なきゃないで、だめになっちゃうっていうのは目に見えていますからね。 

A：そうですね。ただ、男性の育児休業の取得率は、やっぱりできない、達成できないって

いうのがあったと思います、本当に。数人取ってもらうのが精いっぱいっていう。正直な

ところ。だから、そうやって北欧みたいにクオータ制度とかあって、法ができたら、変わ

っていくのかも知れませんね。 

聞き手：かなり強制的に取らなきゃいけない。 

A：そうですね。夫が少しの期間取得しないと、育児休業給付もらえない人ばっかりになる、

みたいな感じですよ。どっちが育児休業取るかっていうのは、別に男性でも女性でもどっ

ちでも構わないんだろうけれども。 

聞き手：そうですね、法律ではそうですね。 

A：今の給与体系を見ると、やっぱり夫婦の中で男性のほうが給料が高かったりするので、

結果、給料の安いほうが休むじゃないですか。結果として女性が休むという構図ですね。 

聞き手：そうですね、確かに。 

A：もしくは給与補填がもっとあると、どっちが高かろうが関係なく休めるじゃないですか。 

聞き手：こういった取り組みは、大企業が、最初に導入を強制されたんですよね。中小は

これからっていうか、２段階目だったんですけど、大企業はもともとやってたんじゃない

ってよく言われるんですけど、そこら辺、どうですかね。中小と比べると大企業のほうが

福利厚生とか、そういう面はいいんですかね。 

A：何だろう、大企業は形にしないと使えないじゃないですか、制度っていうか。 

聞き手：採用できないですからね、なかなか。 

A：中小のほうがもっと人に合わせた制度になっていると思うんですね。制度はないけど、
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本人が働き続けてほしい社員であったら。 

聞き手：社長がちょっと何とかしてくれるとか。 

A：必ず何とかするじゃないですか。そういう外の発表会とかに行くと絶対そうですよね。 

聞き手：社員の顔の見える運用が、大企業はやっぱり作っておかないと難しいですよね。 

A：難しいですよね。やっぱり拒否権なくなるから、首絞めているみたいなところもあるじ

ゃないですか。そんな、100 人いたら 100 人ともモチベーション高く働いているかってい

ったら、微妙なところがあるでしょう。 

聞き手：そういう意味では、あれですね、昔から大企業のほうが一生懸命取り組んでたよ

っていうのは、目に見える形としては取り組んでいたということの面も多いですよね。 

A：そうだと思います。だって、本当に優秀で、社員が５人しかいなくて、その人の代替え

が利くかって思ったら、復帰してほしいって思うのが普通でしょう。 

聞き手：全力で引き止めますよね。 

A：そうなると、やっぱりその人に合った、そういう働かせ方、時間の効率化もそうじゃな

いですか。どうしても昼帰りたいと言われたら帰すでしょう。あなただけ昼休み２時間と

かって絶対すると思う。 

聞き手：しかも、小さいと、一回制度作っちゃうと、それに引きずられちゃうことありま

すからね。作らないほうが合理的ですよね。 

A：そうですよね。 

聞き手：だから、何でしたっけ、育児休業制度も実は小さい会社でも取っていたんでした

っけね。男性の場合だったですけど、女性の場合ちょっと分からないですけど。女性の場

合はあれですよね、そもそも大企業に勤める女性というのは働き続けたい人が多いので、

どうしても高めに出るというのが出ていたんですけど、男性はやっぱり中小のほうが確か

率が高かったような気がします。要するに融通が利くというのもあるし、辞めてもらっち

ゃ困るというのも恐らく。 

A：そうですよね。続けることだけがいいことでもないとも思いますしね。再就業がきっち

りできるのであれば、その時はきっちり子育てしたいと思う人もやっぱりいると思うんで

すよね。でも、今は再就業が難しいから、結局は頑張って働き続けようっていう人もいる

と思うんでね。 

聞き手：そうなんですね。一応これは時限立法なので、もう切れるんですよね。次の法律

を考えているって言うんですね、国が。その辺り、もうちょっとこうしたほうがいいんじ

ゃないのとか、そういうのあります？ 

A：どうだろう。次から次へと出されても対応するのが大変だ、みたいな。 
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聞き手：それはもちろんありますよね。彼らも本気で効果があると思ってやっているのか

どうか、ちょっと怪しいところはあります。でも、やらないのもよくないですからね。ス

ウェーデンぐらいまで強制的にやらせればね。 

A：そうですよね。中途半端だと、取り組んだところだけがコスト掛かったりとかすること

もあるじゃないですか。 

聞き手：ええ、損しちゃいますよね。 

A：その辺りは、もう少し浸透度合いを見て次を考えるというような形にしていただけると。 

聞き手：やっぱり、こういうの入れるとコストが掛かるという意見、出ます？ 

A：意見あります。絶対出ますよ。 

聞き手：社内でも、やっぱり？ 

A：出ます、出ます。それこそ、何て言ったらいいのかな、休んでも人としてのカウントが

ある。だから、５人の職場で５人のアウトプット、でも１人休んで今年は４人なのに同じ

アウトプットを出さないといけないということに対しての、その４人の負荷はどうなんの

みたいな話もありますよ。 

聞き手：そうですね。しかも、その間も一応雇用しているコスト掛かりますね、保険やら

何やらで。 

A：そうです、うん。そうなんですよね。いろいろ、だから半分ずつ働くとか、いろいろ考

えたこともあるんですけど、でも１人に掛かるコストっていうのが付いてくるじゃないで

すか。いくら半日勤務だとしても一とは考えてもらえないでしょう。 

聞き手：結局、丸々プラスになっちゃいますよね。 

A：そうなんです。だから、やっぱり、結局１人が長時間労働したほうが会社的にはコスト

安いのかなと思うと、進まないんですよね、これ。 

聞き手：そうですよね。しかも、経営に余裕があれば、ちょっとやってみるかというのは、

まだあるんでしょうけども、難しいですよね、今の時期、特に。 

A：本当に生産性高く働かない限り、うまく回っていかないですよね。 

聞き手：女性社員は何人でしたっけ。 

A：人数は３千人強。１万４千～１万５千人で３千人強ぐらい、おおむね。これ、最近ちょ

っと数、言えないんです。再編があって、一体何人か私自身がよく理解していません。 

聞き手：じゃあ、結構女性社員の方いらっしゃるんですね。 

A：います。今は一般職一本ですけど、昔は一般職と総合職があったんですね。 

聞き手：あったんですか。A さんもそうですか。 

A：そうです。私は職掌変更した方です。いわゆる一般職の女性が多いんですよね、人数の
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割には。これまでは、枠組みが違ったので管理職が伸びないんですね、まだまだ。 

聞き手：今はもうそういうくくりなしで採用しているんでしたっけ。一般と総合。 

A：そうです。採用一本になって制度も一般職一本です。この４月から制度が変わりました。 

聞き手：変わったんですね。 

A：まだまだ、考え方の切替ができてません。今まで補助的な仕事していた人たちがそうじ

ゃなくなるって言われても、もう長いことそういうことをしているから、急にうまくいっ

たかって言われると、まだちょっと。 

聞き手：じゃあ、今、いわゆる結婚とか出産の適齢期みたいな人たちっていうのは、まだ

分かれていたころ、そうでもないですかね。もうなくなったころですか。 

A：分かれていたころに大卒の総合職として採った人たちが、そろそろそういうのを迎えて

きています。だから、なんだかんだいっても一般職の採用は止めていたので、その人たち

は大体もう出産したんじゃないかな、みたいな年齢です。 

聞き手：これからっていう人は、そういう区分がなくなった後の世代ということですか。 

A：そうですね。総合職でもともと入っている人が多くなっています。 

聞き手：昔、一般とか総合があったような気がするんですけど。 

A：そうですね。どこも大体あったんじゃないですかね。いったんやめて、戻ってきている

みたいですね。 

聞き手：そうなんです、ええ。あれもあれで合理的ですからね。 

A：うん、男女で分けるからややこしい話だと思うんですよ。やっぱりそういう補助的な業

務がしたい人と、グローバルにいろいろ企画していきたい人っていうのは、性質的にはあ

ると思うんですよね、男女じゃなく。だから、そういうのはありだと思います。 

聞き手：それを認めるのも、ある意味、男女の共同参画ですよね。むしろ、平等にやった

ら女性のほうが有能なんじゃないか。総合職、女性のほうが多くなりそうですよね。しか

し、法律の効果というのも難しいですよね。さっきも、おっしゃっていましたけど、一つ

の法律があったからって別にそれで人の行動がすごい変わるわけでもないし。かといって

変わらないとも言えないんですよね。何かあるかもしれないので、その辺が難しい。 

A：そうですね。法律を作るだけじゃなく、その結果を確認するっていう作業にも力を入れ

て欲しい。対応していない企業もいるのに次に進もうって言われると、ついていく企業が。 

聞き手：置いてけぼりですよね。 

A：そうなんです。女性が働き続ける、子どもを持って働き続けるっていうのは、やっぱり

国自体が理解してもらわないと、小さい子をほったらかして働いているって、子どもがか

わいそうって言う人がいるから、親が傷つくわけじゃないですか。やっぱりそういうこと
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がすごく大事なような気がしますけどね。 

聞き手：国も、本気でやっているのかどうか、ちょっとよく分かんないですよね。やるん

だったらもっと一気にやってほしい気がするんですけど。 

A：そうですよね。もっと地域で育てるっていうようなことができると、虐待とかもなくな

ると思うしね。育児ノイローゼもなくなると思うし。 

聞き手：そうですね、もっと簡単に預けられる制度とかね。スウェーデンなんか、みんな

そうですよね。近いからこそ何も、変なこと絶対起こらないし、いいですよね。 

A：みんながお互いさまって思わないと無理ですよね、なかなか。 

聞き手：ちなみに、さっきもちょっとコストの話、出ていましたけど、こちらでは、何て

いうんですか、こういう大変なときにそんなことしている場合じゃないとかっていうのは、

ちょっとどうですか、正直なところは。 

A：新しいことはちょっとできないんじゃないですかね。制度を入れるとかっていうのは。 

聞き手：とりあえず現状維持っていうか。 

A：現状維持は、労働条件の悪化になるから継続しないといけないだろうけれども、それで

も会社がつぶれるかってなったら、できなくなりますよね。 

聞き手：次世代の次の法律ができるので、さらに厳しくなったら、なんか、あれですよね。 

A：できません。 

聞き手：何かで読んだことあるんですけど、日本の会社っていうのはコンプライアンスと

か順守し過ぎていて、それにすごいコストを取られているってよく聞くんですけど、生真

面目でいいんですけどね。生真面目でいいんですけど、こういうのもコストが掛かるだけ

のような気がしないでもないんですけどね。これ、お金とか、支援ないですよね、この法

律の。国からのね。 

A：そうです。 

聞き手：全くないですよね。ただ「やれ」と言うだけですよね。 

A：でも、いろんな、そういう働きやすい会社であることが優秀な社員を集めることにはな

るので、全くメリットないかと言われたら、そうではないと思うんですよね。 

聞き手：やっぱりそこら辺って感じます？採用っていうか、入ってくる女の子たちとか、

女の子だけじゃなくてもいいですけれども、人材確保に当たっては。 

A：入ってきた子に聞くと、やはり働きやすいかどうかというのは気にしているって言って

いました。さっきおっしゃった高学歴の人のキャリア志向が高いから、きっとそういう、

働き続けられるかということが会社を選ぶときの一つの選択肢にはなっていると思います。 
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2.5 中部地方、金融業、大規模企業、人事関係 A氏、B氏 

聞き手：次世代法が 2005 年に導入されまして、時限立法で終わるはずなんですけど、その

後、また国は何かしようという話をしているんですけど。その時に、やっぱり次世代法自

体、意味があったのかとか、総括しなきゃいけないということです。導入の段階でどうい

う項目を、事業計画をする時にどんな感じで内容を決めたかという、当時の話というのは

分かります？例えばある企業さんだと、アンケートを採ったりとか、労組のほうとどうい

う要望があるかを聞いてみたりとか、そういうことをしたらしいですけど。導入の辺りで

動きというか、会社として何かやったというのはあります？ 

Ａ：労働組合と、意見交換などをしながら、従業員組合としてどういうふうに考えている

か、そういった要望なども踏まえて、計画は策定はさせていただいています。 

聞き手：１回目から２回目とか、２回目から３回目という時に、例えば１回目ではちょっ

と足りなかったというような反省というか、それを踏まえて２回目をやろうかというよう

な動きは何かありました？ 

Ａ：はい。 

聞き手：次世代法のどの回でもいいんですけど、今までも一応いろんな制度はもう既にあ

ったと思うんですけど、プラスアルファで付けたものはありますか。 

Ｂ：制度としてですか。 

聞き手：ええ、制度として。 

Ｂ：この看護休暇やファミリー休暇ですと、今までなかったものを作っています。あとは、

男性の育児休暇を促進するために、今まで育休は有休として取得はできなかったところを、

２週間以内であれば有休で取れるように制度の改定等しています。 

聞き手：ちなみに、こういうものを入れた時、従業員への周知はどんな感じでしています？ 

Ｂ：社内のイントラネットで。 

聞き手：イントラネットというのは、どんな感じで。メールの一斉配信とかではなくて？ 

Ａ：基本的には一人一台ぐらいのパソコンがございますので、毎日本部から通達事項が、

ニュースのようなかたちでアップされるようなシステムがありまして、支店の者が必ず毎

朝それを見るようになっていますので、そちらで周知するという仕組みです。 

聞き手：社内 SNS みたいな感じですね。 

Ａ：そうですね。SNS まではいかないですけども、社内掲示板みたいなものですね。 

Ｂ：あとは従業員組合のほうともこういうやり取りをした上で策定をしていますので、従

業員組合のほうからも「こういうものが出ましたよ」というので組員さんには周知いただ

いています。 
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聞き手：こういうのを入れたことで何かいいことってありました？ 例えば男性の育休と

かを増やすということなんですけど、その辺りは昔よりは取りやすくなったというか、子

どもが生まれないと取れないのでしょうがないんですけど、その辺りは。何か変化とかは

ありましたか。 

Ｂ：利用する人数は、年々増えています。増えることによって職場での理解も深まります

し、そういうのが相乗効果でどんどん取りやすい雰囲気が出てきているんじゃないかなと

思います。 

聞き手：制度はあるけど雰囲気が、言えないですよね。そういう意味ではこういうのが入

ると、恐らく上司も「うん」と言いやすいし、上の人も言いやすいというのはありますよ

ね、「法で強制されているから」という意味で。 

Ａ：法改正に加えて、うちとしてこういうようなものを推進しているんですよというとこ

ろを周知しやすい、周知できたというところだと思いますね。 

聞き手：あとはやっぱりこういうのを積極的にやるというのは、どこの企業さんも採用の

ページに必ずこのリンクが貼ってあっているんですけど、そこら辺も多少は考えているも

のなんですか。特に女性の採用ということで、だんだんと人口も減っていくので。 

Ｂ：これが採用の冊子で、こういうかたちで女性の働きやすい環境が整っていますという

ことで、いろいろ載せたりしています。 

聞き手：ホームページを見せていただきましたけれど、Q&A として書いてありましたね、

役員のほうに何人いるとか。ちなみに、支店長は６人いるんでしたっけ。管理職 115 名の

うち、支店長６名でしたっけ？ 

Ｂ：支店長の中には本部でそれ相応の役職に就いている方も含まれます。 

聞き手：ああ、支店長クラスという、なるほど。これは人数はどうですか。いつもこのぐ

らいですか。それとも、少しずつ増えている最中という感じですか。 

Ｂ：少しずつ増えている。 

Ａ：さらにこれから増えていくんじゃないかなという見通しではあります。 

聞き手：企業さんによっていろいろだと思うんですけど、結婚して退職するという人の傾

向は最近どうですか。もちろんこれは法律に関係してもしなくてもいいんですけど、どう

いう。 

Ａ：最近は、産休・育休を取ってそれからまた復帰するというケースが非常に多いですし、

今、時短勤務も認められておりますので、時短を活用しながら子育てと両立していくとい

う人は非常に増えていますね。 

聞き手：職種としては今、どうなっているんですか。昔は一般職と総合職みたいなものが
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あったと思うんですけど、今はどんな感じで？ 

Ａ：うちの場合、今は全て総合職で、地域限定のⅡ種というのを設けていますけれども、

それでも総合職ということでやっております。 

Ｂ：Ⅰ種とⅡ種というかたちで、全く仕事の内容は一緒ですが、転勤範囲が違う。 

聞き手：もともとはどんなものですか。けっこう結婚して退職する女性が多かった感じで

すか。 

Ａ：風習じゃないですけれども、一般的にはそういう傾向が非常に強かったです。 

聞き手：先ほど制度を見せてもらいましたけど、これはもう次世代法ができる前からやっ

ていらっしゃるんですね、基本的には。 

Ａ：どの辺りですか。 

聞き手：いろんな取り組みですね。例えば、育休を１年から１年半に延長というのは次世

代法の影響なんですか。もともとは、こちらで独自にやっていたこととかは。 

Ａ：法に則ってやっていると思いますので、それに伴って延ばしているとは思いますね。 

聞き手：例えば次世代法の効果を見ろと言われた時に、もともとけっこう大きい企業は体

力があるのでいろんな制度をどんどん入れているんですよ。2005 年から法が入ったので、

一応プラスアルファでどの企業さんも独自色を少しずつ出しているんですけど、そういっ

た意味では、次世代法の効果というのは見つけるのは難しいですね、意外と。もともとや

っている所が多いので、これで殊更何かが進んだかと言われると、実感として現場ではど

う感じているのかというのがよく分からないんですけど、そこら辺はどうですか。今更こ

ういうのがあったけど、突然ゼロからいきなり 10 個政策を作ったわけじゃなくて。 

Ａ：そこまでのことはないですけどね。ただ、この１年半に延ばしたというの、恐らくそ

ういう動きをにらみながら対応していると思います。 

Ｂ：目に見える制度を新しく作るということに加え、次世代法の中で職場環境をフォロー

する細かい取り組みをやったというところも大きいというように思います。 

聞き手：フォローする？ 

Ｂ：例えば育休の復帰後の希望勤務地の調査をして、復帰後の勤務地をなるべく希望する

地域や、保育所から近い地域になるように配慮したり。それまでは希望を聞いていなかっ

たのを聞くようにしたりですとか、あとはマイカー通勤を認めたりですとか。 

聞き手：マイカー通勤は駄目だったんですか。 

Ａ：原則は公共交通機関ということなんですけれども。よほどの所は別ですけれども、基

本、公共交通機関がある所は公共交通機関で、という。 

Ｂ：あと、この写真にある「育児休暇取得者ミーティング」というのもやっているんです
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けど、参加者にとても好評で今年で６回目になりました。休み中の方々がお互いに情報交

換ができたり、銀行でどんなことが行われているかというのを休み中に聞いたりする機会

を提供し、スムーズな職場復帰につなげるという目的で、毎年継続的に開催しています。 

聞き手：あと、ほかの会社もどこかやっているのもあって、SNS みたいなものを作って、

育休の人たちも会社の情報を取れるようにしているんです。それも、実際にやっているわ

けですね、ここでは。 

Ｂ：自宅学習システムというのが去年できまして、育休中の方に限らず、全従業員が対象

なんですけど、家で社内文書が見られたり、事務変更の確認ができたりといったものがあ

ります。 

聞き手：支店がたくさんあるんですけど、その支店レベルでは、計画は一応本社というか

こっちが決めているわけですよね。支店ごとに何か取り組みとかはやっているんですか。

特にやっていない？ 

Ａ：この次世代支援に、ということですか。 

聞き手：というか、一応ここではこういうことを決めているんですけど、支店のほうでし

っかり取り組んでいるかどうかという確認は、やっぱり支店長のほうもやっているという

感じなんですか。大きい企業で１カ所にあれば、何となくいつもいろいろ確認とか、しっ

かりやれているかが確認できると思うんですけど。 

Ａ：例えば、短時間勤務の者などが時間外を恒常的にしていないかとか、そういったとこ

ろは随時確認してフォローをしておりますし、場合によっては時間外を恒常的にしている

場合には支店長に対してそういった注意喚起を行ったりというのはしております。 

聞き手：女性が、例えば本店というかここで人がいなくなったら多少カバーはできるかも

しれないですけど、支店で１人いなくなるというのはけっこうイタいというか厳しいです

よね。その辺りはどうされています？ 

Ａ：基本的には補充を行うようなかたちは採っております。 

聞き手：補充というのは本社から人を回すんですか。それとも、派遣の人を雇う？派遣の

人を雇うということはないんですかね。 

Ａ：転勤により補充という場合もありますが、育休の復帰者をその部署に配属したりです

とか。あとは、新人を採用しておりますので、新人を育成して、欠けた部分をカバーして

もらうということが多いでしょうか。 

聞き手：よく言われるのは、こちらは大きい企業なので体力はあるんですけど、こういう

法律を国が決めるんですけど、コストがゼロってわけじゃないですからね、こういうこと

をやれば人を補充したりという話もありましたから。その辺りについて率直にはどうです
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か、企業さんとしては。こういうのを上からドンと決められるのは、もちろんきっかけに

なるという意味では、強制されるほうが言いやすいというのはあると思いますけど。 

Ａ：確かに負担すべきところというのは実際には生じるんですけども、やっぱりこれから

女性の社会進出が本格化していく中で、こういった制度というのは必須かと思いますので、

意識付けのところでは非常に、逆に言うとうまく利用させていただいているのかなと思い

ます。 

聞き手：役員レベルではこういうものの理解というのはどうですか。 

Ａ：その辺りは、かなり意識付け、行政とかそういった所からもそういうお話はよくいた

だきますし、非常に理解はしていると思います。 

聞き手：それはいいですね。ある企業に行った時、社長さんはけっこういろんな会議に出

ているのでこういう意識がすごく高いんですけど、そのちょっと下の辺りが、基本的には

現場で一生懸命やっている人たちが多いので、それで古い世代なので、なかなか理解が進

んでいないというがあったんですけど、意外とそういうことはないんですかね。 

Ａ：役員レベルであれば、非常に理解はしてもらっていると思います。逆に、支店長とか

実際に現場で成果を出していかなければならない立場になると、なかなかその辺りに対す

る理解が得られにくい場合もありますが、「こういった方針でやっていますので」というこ

とで、理解はしてもらうようにはしています。 

聞き手：女性の管理職というのはそこそこいらっしゃるんですけど、毎年、女性はどのぐ

らい採用していますか、割合としては。 

Ｂ：半分ぐらいですね。 

聞き手：半分？みんなそのあとの仕事は対等な感じで行くわけですか、半分採用して。 

Ａ：業務のローテーションなんかも平等にやっておりますので。 

聞き手：昔からそんなに採っていました？ 

Ａ：昔はむしろ女性のほうが多かったわけですけど。 

聞き手：それは一般のほうで女性ということですね。 

Ａ：ああ、そうですね。 

聞き手：半分採っているんですね。 

Ａ：ええ。 

聞き手：特に、例えば、子どもを産んだ方にはやっていると思うんですけど、女性社員に

特別に女性特有の就業継続とかで教育とか支援とかは特にやっていない感じですか。 

Ａ：出産うんぬんというところではもちろんこういった支援をしていますけど、それ以外

のところでというのは特に。 
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Ｂ：担当業務別の研修で、結果的に女性が多くなるということもありますが、今のところ、

「女性として働いていくために」というような研修はないですね。 

Ａ：地方銀行協会というのが東京にあって、そちらのほうでは女性のセンスアップ研修と

か、中堅女性のための研修とか、そういったものはございますので、これはと思う人は指

名でそういう所へ行ってもらったりしています。 

聞き手：結婚とか子どもを産むような年になった女性で、結婚した時に辞めてしまう確率

というんですか、率として。10 人ぐらい結婚して子どもを産んだら、１人ぐらいは今、辞

めているかなとか、そういう実感の数字としてはどんなものですか。 

Ａ：確かにそれは、10 人に１人というようなレベルではないですね。もう少し辞めている

とは思います。昔に比べると。 

聞き手：昔はもうほぼ 100％辞めていましたよね、下手すると。みんな辞めちゃいましたね。 

Ａ：そうですね。今はもう本当に産休を取る割合というのはかなり増えているとは思うん

ですけど。 

聞き手：実際、こういうふうにいろいろ制度をやっていて、社員の中で普通に働いている

人たちの評判というか感想というのは分かります？そもそもそういう声を集めているかに

もよると思うんですけど。 

Ｂ：利用したい人にとってはすごくいいと思います。 

聞き手：こういうのが入ってくれてよかったとか、悪かったとか、延びてよかったねとか、

そういう話とか。 

Ｂ：産休や育休で周囲の負担が重くなるという意味では、マイナスイメージもありますが、

やはり、お互いさまといいますか、取る方がいると、もし自分がその立場になった時に取

りやすいというのもありますし、逆に、自分もとったからあなたも、というように前向き

に捉えていると思います。なかには、「私の時は育休なんて取れなかったんだよ」というよ

う方もいらっしゃいますが、そこは時代の流れで、ということで考えていただいていると

思います。男性の育休を利用された方も、周囲の協力が必要ですので、取るまでが大変な

んですけども、取ってみるとやっぱり奥さんの気持ちが分かったりとか、仕事に効率良く

取り組めるようになったりとか、そういった前向きな声が聞こえるので。 

聞き手：確かに効率性は高まりますよね。今までいかに無駄に仕事をしたかとか、そうい

うのが分かりますよね。あの限定された時間で何でもかんでもやらなきゃいけないので。

男性の育児休業の取得はどのぐらいになっていますか。 

Ｂ：年に数例なんですけど。 

聞き手：数例ですけど、お子さんが生まれた場合はほとんど取っているような感じですか。
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そうでもない？ 

Ｂ：配偶者出産支援休暇という、生まれた当日から原則２週間以内の間で、１日お休みが

取れるという制度はけっこう普及しているんですけど、やっぱり育休となるとなかなか業

務を止めて休むというのは難しいので、本当に必要な場合以外は、なかなか自発的に出て

くる件数は少ないです。 

聞き手：一応、「ある程度やれ」と言われていますよね。 

Ａ：言いづらいという雰囲気が、特に男性の場合はあるのかなという感じはありますね。 

聞き手：私もこの業界はちょっとよく分からないですけど、その人じゃないとできないよ

うな感じのことが多いんですか。 

Ａ：本部ですと特にそういう業務も多いですし、本部でも営業店でも、結局その者が休む

ことによって周りにカバーしてもらわなければいけないということになりますので、そう

いったところで気兼ねをするという面は多々あると思うんですね。ただ、周りにそういう

ことを取得するという事例が増えてくることによって、「あ、そういうのを取ってもいいん

だ」という意識付けというのは、これからじゃないかなというふうに思います。 

聞き手：あとはお互いさまという感じですね。「このあいだおまえが取ったから、こんどは

俺」みたいになってくれればね。 

Ａ：ええ、それはまあ、これから普及するのではないかと思います。業務にもよるとは思

うんですけども、１人で１つの業務を持っているとか、そういう者も非常に多いものです

から、なかなか部署によっては隣の仕事は全く分からないというような部署もありますの

で。 

Ｂ：普及しやすい期間と考えるなら、１週間単位ぐらいですかね。 

聞き手：一番きつい時というか、生まれたばかりとか、そうでしょうね。かといって、強

制するわけにはいかないですからね。 

Ａ：そうですね。仕事上の問題もあるし。 

聞き手：建設関係の人たちだと入札があるので、「絶対、どうしても（くるみんの認定を）

取りたい」と言っている人たちもいるんですけど。こちらとしては一応そういうのに名前

が出るのはいいということだと思うんですけど、それ以外に、特に業界的にも業種的には

特別メリットがあるわけでもない？ 

Ａ：そうですね。営業上何かとか、経営上何かというよりは、やっぱり対外的な「こうい

う取り組みをしています」という宣伝効果と、あとは学生さんに対しても「うちではこう

いうような活躍できる場があるんですよ」というようなところですね。 

聞き手：女性で入りたい人は気にしますか、そういうのって。どうです？ 
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Ｂ：気にされる方は気にされますし、地元で、家族の近くで長く働きたいという女性も多

いので、そういった女性にはすごく魅力的に聞こえるんじゃないかなと思います。 

聞き手：うちの女子学生は「ホームページに『くるみん』があるかどうか見る」とか言っ

ていました。あとは、私も名刺をもらう時にいつも気になるんですけど、ここに「くるみ

ん」が付いているかどうか、会社によって付いていたり付いていなかったりがあるので。 

Ｂ：学生さんも気にされるんですね。 

聞き手：そうですね。私は気にするかどうか知らなかったんですけど、「見る？」と言った

ら、そもそも「次世代法って知ってる？」「知ってる」と。まあ、男子は知らないですけど、

あまり。女の子に聞くと「あ、知ってますよ」と。「よく知っているんだね」「だって、見

ますもの、ホームページで」とかって。やっぱり福利厚生が気になるらしいですね。 

Ａ：そうでしょうね。 

聞き手：それで、次世代法はもうじき終わるんですけど、国は次に何かやろうとしている

らしいんですよね。企業さんとしては、さっきそういうもうちょっと大きな話を聞いたん

ですけど、次にもし、こういう似たような法律を施行される可能性もあるんですけど、そ

の辺りについては、「ちょっとこういうのはやめてほしい」とか、「やるんだったらこうし

てほしい」とか、何かありますか。ある企業さんが心配していたのは、202030 ってご存じ

ですか。政治でも何でもそうですけど、意思決定の所に女性を３割入れろという。2020 年

までに３割、30％という 202030 というのがあるんです。「あれが強制されるとまずいとは

思っている」と。 

Ａ：2020 年というともうすぐですよね。 

聞き手：基本的に無理なのは分かっているんですよ。それは目標なので、もしかすると、

例えば北欧なんかでは割り当て制度があって、執行部とかそういう意思決定機関には女性

は何割いなきゃいけないと法で義務化しているんです。日本はヨーロッパでも北欧をよく

まねしますよね。それをやられるとまずいよねという話になっていますけど。 

Ａ：うちは比較的、女性の進出という意味では、今、進んできている状況かなと思います

が、メーカーとか業界によっては一律のそういった割合というのはなかなか難しいんじゃ

ないかなとは思いますね。 

聞き手：そうでしょうね。でも、そうなった時、例えばあるそこそこの一部上場企業の方

は、「そう言われても執行部とかそういう所に行ける、戦力としてそもそもそこに女性陣が

いない。言われても無理だ」と、言っていたんですけど。 

Ａ：３割と言われるとなかなかまだそこまでの候補というのはいないと思うんですけども、

１割から２割ぐらいであれば、将来的には不可能ではないのかなと思います。それはこち
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らとしてやるかどうかという法律の兼ね合いもあって分かりませんが、最近、そういう人

材を育てているという面もありますので、それに近付くことは可能かなと思いますね。 

聞き手：基本的には女性の執行役というか役職を増やす方向で行っていますか。 

Ａ：もちろんそうですね。社内的にもそういう発言をしておりますので。 

聞き手：それは、よくあるんですけどその世代にいる男性と女性の比率に従って役員を選

ぶのか、それとも女性が少なめだけど、ちょっと役員には多めに入れるとか、そういう方

向性でのポジティブアクションみたいなのはやっていないんですか。 

Ａ：具体的な数値というのは特に設けてはいないですが、女性の積極的登用というのは考

えておりますので、優秀な人材がいればそういう人材を登用していこうという取り組みを

しております。 

Ｂ：法律で数値を決められるとちょっと難しいですね。 

Ａ：例えば、数値目標を達成するがために能力のともなわない女性を登用するのは、男性

社員から見るとやっぱりそれが不満につながると思うんです。 

聞き手：そうでしょうね。特に男性で、「次は俺かな」と思っているのに下からぽっと。 

Ａ：能力のある人たちがそうやって登用されるのは全然問題ないと思うんですけが、「数値

目標ありき」でいくと、やっぱり社内的には問題があるかなと思いますね。 

聞き手：本当は、能力に従って自然と女性が増えるのがいいんですけどね。 

Ａ：女性が登用される障害を取り除くとか、そういう取り組みが当然必要だと思います。 

聞き手：ちなみにさっき言った、６人という方、支店長とかがいるんですか。 

Ａ：ええ、支店長はおります。 

聞き手：あとは、こっちの本店の役員とか？ 

Ａ：はい。支店長を歴任して、本部の副部長をしていたりとか、ですね。 

聞き手：女性支店長もいたんですね。話は戻りますけども、次の法律としてどうですかね。

こういうのは嫌だというのもあるし、こういうのを入れてほしいとか、何か…。いきなり

聞くのは難しいと思うんですが。本当は事前に言っておかなきゃいけなかったかもしれな

いですけど。 

Ｂ：具体的にどういう方向性があるとか。 

聞き手：この法律はこの法律でよかったけど、もうちょっとこういう面を気にした法律を、

次にもしやるならこういう感じのやつをやってくれとか何か。例えばある会社では、やっ

ぱりこれは子育てとか若い世代ばかり注目していますけど、もうちょっと介護休暇とかあ

っちのほうも含めた、もっとユニバーサルな休暇というんですか、ああいう方向性のやつ

をしっかりやってくれたほうがいいんじゃないかとか。特に高年齢者雇用安定法のことも
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あるので、むしろこれから育休よりも介護休暇とかのほうが切実な問題になってくるので、

そっちのほうに特化するというか。育休というのは、「お互いさま」になる対象が少なすぎ

て上の理解が得られないです。上の理解を得るためには、恐らく介護休暇でいなくなると

か、育児休暇でいなくなるとかというのを一つのセットにしたほうが誰かが休むというこ

とになるし、けっこう「お互いさま」の可能性が高まるので、そういう感じの何かにして

くれないかなという人はいるんですよ。もしくは、子どもを増やしたいという意味でこう

いう制度があるんですけど。 

Ｂ：確かに出産育児に関する制度は利用する方も増えてきて、制度も職場の理解も浸透し

てきましたが、制度を手厚くし過ぎてしまうことで、「配慮されて当然」と考えてしまう方

も出てきているような気がします。ある程度のところまで整っているので、介護とかそう

いうところに目を向けるのもいいのだろうと思います。 

聞き手：配慮されて当然というのはどういう感じなんですかね。 

Ｂ：例えば、「私はおなかが大きいから」とか、「子育てしているんだから」とか、業務遂

行の面で大目に見られて当然というような。 

聞き手：そういう矢面に立っているんですか？ 

Ａ：普段はそんなにないですけども、この育休ミーティングなんかで、お茶を飲みながら

「どうですか、厚生面とか支店で何か不具合等がありましたか」という場では、そういう

部分の意見はけっこういただく。 

聞き手：じゃあ、みなさんもこういう所に行くわけですね。コーディネーター役として。 

Ａ：そうですね。生の声を聞いて、より良い制度にという中では、そういう意見というの

もけっこう聞くことがありますね。 

Ｂ：当然、控えめに、「私は多めに休ませてもらっている」とか、「早く帰らせてもらって

いるので」という思いはお持ちだと思うんですけど、そういった声も聞こえますね。 

聞き手：今まで何もなさすぎたというのもあるんですよね。 

 

2.6 中部地方、製造業、大規模企業、人事関係 A氏、B氏 

聞き手：こちらの工場独自で次世代法の事業主計画をしているわけではないようなことを

おうかがいしました。本社が基本的にはいろいろ考えているということもあって、その辺

りどんな感じでこの工場としては取り組んでおられるのですか。 

Ｂ：基本的には、本社に人材開発部がありますので、そこがセンターとなってやっている

というのは、本社でもありますし、機能としてはそこが正しくはあります。うちの工場に

関しては、事務部、今、人事チームという所があるんですけど、事務部の中に人事チーム
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があって、人事の担当者が何人かいるという状態です。あと、他の工場や研究所には事務

チームというのがあって、そのうちの何人かが人事も担当しているというスタイルです。

全社で今、3,200 人弱いるんですけど、ここに 1,900 何十人いるんです。2,000 人弱いて、

３分の２がここに集まっているので、本社以外の事業所としては人事チームとしてのかた

ちが一応あるという状態です。考え方としては、本社が基本的には考えてはいるんですけ

ど、やはりここに行きますと製造部隊があったり、研究部隊があったり、というところが

あるので、やはり現場の声を考えていくと、各工場とか事業所の声が必要になってくるの

で、基本的には、人事会議というのが年に何回かあるんですけど、本社に各事業所の人事

チームリーダーとか、事務課長とかが集まって会議をして、どういった方向に持っていく

べきなのかといった議論をしているというのが、今の実態ですね。 

聞き手：基本的には、一応最終的な決定権というのが向こうにあるかもしれないけれど、

こっちで必要な声とか、こうしたほうがいいんじゃないかとか。 

Ｂ：そうですね。アイデア出しであったり、本社からのアイデアについて実現は可能であ

るかとか、対象となる人間が工場にいることが多いので、そういった規模としては連携は

取っていますね。日々、ほとんど連携は取っていますけど。 

聞き手：2005 年に施行されて、もう４期目なんですね。ということは、１回目というのは、

もう 2005 年の４月１日ぐらいからやった感じですか。一応 2005 年４月１日が、3 割か４

割の大企業さんが出している段階だったので。 

Ｂ：その時にもう男性の育児休業者とかが出ていますので、確か 2006 年に１人出したと思

いますけど。その前から女性の育休とか法定以上のものは持っていたりはしましたけどね。 

聞き手：これは一応３月１日からなので、３月１日から進めたんですかね。細かい話です

けど、これは何か意味があるんですか。通常は４月１日からがけっこう多かったような気

がするんですけど。 

Ｂ：ごめんなさい、当時、私は人事にいなかったんですけど。 

聞き手：最初のスタートが何かの３月だったのかなという。 

Ａ：３月で出して、あとはもう２年後という感じですね。 

聞き手：もしかすると、初年度は年度の採用の最後ぎりぎりに出したかもしれないという

ことはありますね。 

Ｂ：いろんな制度の具体的な設立になると、労働組合との提携も大事になってくるので、

常に 11 月、12 月にやるんですね。いろんな基本合意がされたあとに、本当に骨格ができた

あとに、詳細設計を１月、2 月で組み出すので、多分本当にいつも４月ぎりぎりに駆け込ん

で制度を作り上げていくので、そういった感じはいろいろなところがあると思います。 
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聞き手：「作れ」と言われて作るんだけど、労組とかの合意がないとできないということで

すよね。 

Ｂ：やらないですよね。 

聞き手：例えば、どの期でもいいですけど、決めるにあたってはどんな感じですか。よく

あるのは、企業によってはアンケートをしたりして、「こういう制度をしてほしい」という

声を採ったり、あとは、小さい企業であれば直接上の人が「どう？」と、それなりの年の

女性とかにも聞いていって、「どうしたらいい？」と聞いているらしいですけど。ここでは

そういったアイデア、さっき本社のほうはアイデア出しはすると言ったんですけど、その

前の段階の辺りではどんな感じで「こういうのをやろうか」というのがあって？ 

Ｂ：ヒアリングという意味では、会社が直接採っているのではなくて、労働組合が毎年組

合アンケートを採っているんです。その中でフリーに書いてもらうスペースもありますし、

時代時代によって、育休が話題になっている時では育休の話題を多めに盛り込んだりして

入れていまして、それをもって各事業所とディスカッションを毎年しているんですね。会

社としては、組合員一人一人からこういう声が挙がっているというのを理解をまず吸い上

げているというのが、一つ実態としてあります。もう一つは、本社の労務チームの人間が、

いろんな似たような規模とか似たような業種の所のチームリーダーたちと時々連携を取っ

ているので、今、どういうふうな進め方になっているかとか、それこそ新聞で話題になっ

ているけれどどういうふうに今後進めていこうとしているのかとか、そういう情報のやり

取りをしていくといったことが多いです。 

聞き手：やはり何かしらの意見聴取とかは、把握しつつはやっているということですね。 

Ｂ：そうですね。 

聞き手：その時に、よく大企業さんなら大体は次世代法の前にある程度制度としてあって、

次世代法があるからことさら何かができるわけでもないという話をよく聞くんですけど、

こちらではどうですか。2009 年以降の実績とかは分かったんですけど、もう 2005 年の法

の施行前にある程度あったような感じですか。 

Ｂ：ええ、ある程度整ってはいましたね。 

聞き手：一応、育休とかは法律でありましたけど、会社としては特別プラスアルファをし

たとか、そういうのは分かりますか。 

Ｂ：在宅勤務制度とか。短時間勤務制度とか、ベビーシッターの利用に補助金を共済会か

ら出したり、そういったものは同じようなタイミングで導入しましたね。実際、在宅勤務

は、やはり工場だとけっこうすぐに通えちゃうのであまりいないんですけど、東京だと片

道１時間以上の方が多いので割と使っていたり、１日２時間は通勤時間をカットできるの
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で。あと、短時間勤務は私の所にもいますけど、やはり朝は遅れるけれど夕方は早く帰り

たいとかいって上手に使っている方が多いです。ベビーシッターもいましたけど、そんな

にいないですかね。 

聞き手：こちらの工場のほうでの女性の比率、これは全体ですよね、2,700 と 400 というの

は。そもそも現場のほうには女性はほとんどいない感じですか。 

Ａ：製造現場は今、庶務ぐらいしかいないですね。今、1,600 人いて、女性が 170 人ぐらい

です。 

Ｂ：１割です。 

聞き手：１割ぐらいなんですね。 

Ｂ：事務職、研究職、あとは試験関係ですね。現場に近い評価とか分析関係に多く、あと、

物流や原料にもいますけど。 

聞き手：ここは研究所というか、そういう施設もあるんですね。 

Ｂ：はい。メーンの研究所があるので。 

聞き手：事務の方で、次世代法とかいう前にも、雰囲気としては「結婚したら辞める」と

か、そこら辺はどうでした？ 

Ａ：2000 年以前ぐらいはそんな感じじゃないですか。 

Ｂ：1900 年代ぐらいは大体結婚したら辞める。結婚していても、子どもができたら辞める

というのが、ほとんどに近いぐらいだったです。いつだったのか、2000 年に入って、その

育休制度とかを充実させようということでさせて、制度を作るのではなくて運用もちゃん

とするんだということで力を入れてきたことによって、やはりちらほら取り出して、「あの

人も取るんだったら私も取ろう」という、うまい循環が生まれたおかげで、今はほとんど

逆に辞められないですね。 

聞き手：やっぱり均等法で入ってきた人たちがそこそこの年齢でボリュームになってくる

と、いろいろやらざるを得ないというのもちょっとありますよね。 

Ｂ：旦那さんが東京に転勤になったので辞めざるを得ないとか、海外に転勤になったら辞

めざるを得ないとか、そういう要因がない限りは、ほとんど辞められないケースが多いで

す。 

聞き手：管理職ぐらいの女性は、どのぐらいいますか。 

Ａ：全社ですか。 

聞き手：全社でもいいし、分かればこちらの工場で。 

Ｂ：全社で 10 人ぐらいじゃないですか、今。 

Ａ：工場だと、課長相当で２人ですかね。 
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聞き手：そういう方たちは、一応ずっと続けてこられて？ 

Ｂ：そうですね。 

聞き手：採用の段階ではどんな感じですか。 

Ｂ：それこそ、全体の採用として多分１割も採っていないですね。今、管理職になるよう

な年代の人たちは、特に。 

聞き手：最近は少しずつ増えている？ 

Ｂ：増えてきていまして、本社の採用になるんですけど、学卒事務系であれば、大体大学

の事務系の人口割合は半々ぐらいなので、基本的に半々ぐらいは採るべきであると。うち

はマスター、ドクターしか採らないんですけど、というと、大体女性は 15％～20％ぐらい

なので、採用としてもそれぐらいを目安にしましょうというのは、３年ぐらい前からそう

いう意識を持って採りに行きましょうということで、実績もこの２年ぐらいはそういうふ

うになっていますね。先ほどお話がありましたけれど、この 12 月から開始したのもそうい

う意識を持って。 

Ｂ：達成したとかいうレベルの答えにはならないですが、大体思った通り採れたね、と。 

聞き手：応募の段階ではどんなものですか。例えば、事務職とかだと。 

Ｂ：やっぱり女性は少ないです。事務系で経済学部に例えば半々いても、経済の人がやっ

ぱり商社とか銀行とかメーカーに行くケースが多いですね。うちに来る女性という意味で

はやっぱり少ないです。だから、今までも５人うちに１人女性がいたり、私の一個先輩が

そうですけど、私は男しか同期がいないのであれですけど、そんなおかしい割合じゃなか

ったかなという気がしていたんですけど、今はもう比較的、意識的に採るみたいですね。 

聞き手：それというのはどういう目的というか、別に世間的ではないですけど、将来的に

管理職に女性を増やしていきたいとか、一応戦略的なものがあるということですか。 

Ｂ：やっぱり労働力が減っていくという中で、女性も結婚したら辞めるという状態じゃな

くなって、意識もなくなってきたし、会社の制度としても整えられてきているのであれば、

何も「女性だから、男性だから」とやることはないじゃないかと。確かに妊娠されると１

年ぐらい、弊社は１年半の育休制度があるんですけど、その期間はどうしてもあれですけ

ど、それって別に女性の責任ではないので。 

Ｂ：まあ 60 歳、そのうち 65 歳になるんでしょうけど、それまで働いてもらうという意味

では、どこかに片寄った採用をするよりも、間口を広げたほうが、より優秀な人が来てく

れるんじゃないかと。もう一本、今、さらにやっていて、「日本人じゃなくてもいいよね」

という話で、最近、韓国籍の方とか、あれはインドなんかどこなのか、ちょっと分からな

いですけど。 



- 81 - 
 

聞き手：それは事務職とかですか。 

Ｂ：研究職が多いですね。事務職でも確かいたような気がするんですけど。 

聞き手：いわゆるダイバシティーというやつですよね。 

Ｂ：やっぱり推進していくんだというのがあるので、いまさら女性とか男性とか言ってい

ないでもっと広い目で見ろよというのを、社長からだいぶ発信をしているので。 

聞き手：最近、企業さんも、昔は「男女共同参画担当」みたいなのがいたんですけど、最

近は「ダイバシティー推進」、そういう名前になっちゃっていますよね、ほとんど。最近の

女性、女子学生とかもそんなに辞めない感じになってきていますか。 

Ｂ：そうですね。 

聞き手：また次世代法の話に戻りますけど、次世代法が一応強制というか、されることに

なったんですけど、そこで改めてプラスアルファで作った制度とか、具体的には分かりま

すか。何かしらうちは独自にこれを長めにするとか、あとは数値目標とか。数値目標は特

にはしていない感じですか。 

Ｂ：していないです。 

聞き手：検討するとか、促進するとか、実施するとか、そういう感じですね。 

Ｂ：どうなんでしょう、私が言うのも何ですけど、弊社のくせとして、あまり突飛な制度

は入れなくて。基本的には、使われるべき制度を作って使われるべき運用をしたいという

のがあるので、数値でここまでやるんだというのは、あまりもたないところが昔からある

んです。ただ、ある程度、3,000 人を超える企業ではあるので、育休にしても法定ぎりぎり

ではなくて、さらに半年間余裕を持ちましょうとか、短時間勤務にしても小学校３年生ま

で拡大していきましょうとか、入れた時から制度の改善とか運用の拡大というのは進めて

は来ていますけど。何しろ中の上か、上の下ぐらいが居心地がいいなというのが、私の個

人的な意見で怒られるかもしれないですけど。 

Ａ：いや、まあ、そうだと思います。 

Ｂ：話題にしてもらえるぐらい突飛なものを入れてやろうという気はあまりなくて。逆に、

常に当社のこれを常にやっているチームリーダーにすれば、制度だけ格好だけ付けるんじ

ゃなくて運用をしっかりしていきたいというのがあるので、やはり地に足着いた制度設計

というのは意識はしていますね。 

聞き手：ちなみに、こういう次世代法を入れたから良かったこととか、何かあります？ 何

か変わったなとか、何も変わらなかったな、とかもありますけど。基本的には、われわれ

が「入れたい」と言ったわけじゃなくて、政府が「やるよ」と言って、「大企業は強制だよ」

みたいなことを言われたので、やらざるを得ないというところも本音であると思うんです
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けど。一方で、こういうのがあると、例えば上のほうの人たちも「やらなきゃいけないよ

ね」ということになって、今まであまり理解のなかった世代の人たちが、「しょうがないよ

ね」と、協力的になってくれたという会社もあったので。 

Ｂ：確かに、最初は多分「やらされ感」というか義務感みたいなものがあったと思うんで

すけど、やっぱり入れていくにつれて、そういうお題目があったほうが確かに作る方も作

りやすいですし、国がこうやっているんだからといってさせられやすいのは正直あります

けど、そういう意味もあって、皆さん先に納得しますよね、「ああ、やらなきゃいけないん

だろう」という理解をしていってくれますし、そういう意味では大きなベクトルをバッと

出してもらうほうが、やりやすいといえばやりやすいですね。 

聞き手：ほかの企業でも言っていたんですけど、トップというのはけっこう外の会議に行

っているので、意外とこういう話をよく知っていてやる気なんですけど、その下辺りが基

本的に会社の中で一生懸命やっている世代で、かつ、こういうのを知らない年齢層なので、

なかなかうまく今までできなかったという話が出て、これができることでそこら辺を説得

しやすくなったという話を聞いたので、最初はやっぱり強制的なものもいいのかなと、い

ろいろ思ったんです。 

Ｂ：ただ、一方で、うちの 100％子会社がいっぱいありますけど、そこはやっぱりつらそう

ですね。会社としてある程度体力があって、人数がいるから、カバーできるという部分が

あるんですけど、グループ企業の事務部長とかともよくしゃべるんですけど、「俺の所、そ

んなのだったら回っていかないよ」というところから議論が始まっちゃうところがあるん

です。実態として多分そうだと思います。そこはやっぱり、国の制度でも何千人以上は義

務化、何千人以上は努力、と分けてはいますけど、そうあるべきだとは思います。 

聞き手：こちらの工場ぐらいだと１人が育休を取っても大丈夫な感じで回していける。 

Ａ：やりくりですよね。 

Ｂ：日々苦労しながらやりくりができているという。 

聞き手：基本的には、内部で分担し合うんですか。それとも。 

Ｂ：やっぱり派遣さんを入れたり、あとはもう今、定常的にというか、大体１年半回ると

20 人から 30 人ぐらい育休に入ってこられるので、誰かが育休取りたいという様子が分かっ

てくれば、帰ってくる人がいるからここに入れようとか、ぐるぐる回していくしか運用が

できなくて。 

聞き手：最初の段階では「あっ」と思うけど、一応それがいつものことになると、それが

前提になるからということもあるんですね。 

Ａ：そうですね。 
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聞き手：実際、よく聞く話は、大企業さんは余裕があるからこういう制度をどんどん入れ

るけど、という話になるので。 

Ｂ：余裕はないですよ。 

Ａ：余裕とはまた別ですよね。 

Ｂ：余裕はないですけど、ただ、それができますよね。常に 20～30 人が帰ってくるという

あれがあるんですけど。常に１人しかいない、２人しかいないというと、10 人のうちの１

人がまたぽこっといくと、影響度は大きいわけですから。うちはまだ 170 人いるうちの 20

～30 人がぐるぐる回っているうちだから、何となく薄められますけど。 

聞き手：でも、170 で 20～30 というと、けっこうな比率で利用していますね。これはまだ

若い層というか。 

Ａ：まだ 30 代ぐらいまでが一番多いです。40、50 代はもう本当に少ないです。 

Ｂ：こういうことを言うと怒られるかもしれないけれど、あと 10 年とか 15 年たったらも

うみんな出産が終わって若者がいなくなって、今度は逆に取る人がいなくなる。辞めない

ので、僕らは補充しないので。 

聞き手：ああ、そういうことなんですね。今まではけっこう辞めていったからどんどん若

い人という。 

Ａ：そうです。難しいですね。 

Ｂ：だから国は「若者を雇え」というけど、会社はどんどん辞めなくていい制度にしてい

るので、若者を採る必要がなくなる。 

聞き手：しかも高年齢者雇用安定法でさらに働かなきゃいけないので。 

Ａ：もっともっと長いので、先が。 

聞き手：政府は、若者支援、就業支援とか言っていますが、これからは介護休暇とか、そ

っちのほうにシフトしていくんでしょうね。 

Ｂ：今ではそっちに行っていますね。今年の秋の労働組合との交渉も、そういうテーマが

１個ありましたし、どうしていくんだと。育児とかはまだ先がかなり楽しい話なので、生

まれる前から楽しい気持ちになっているじゃないですか。会社としても制度を作るのに聞

きやすいんですよ。「どうだった？」、「何が苦労だった？」と聞けるんですけど、介護って

暗いほうの話題なので、人の聞かれたくないところをヒアリング掛けて制度を良くしよう

というのはなかなかしづらいところがあって。やっぱり向きとしては難しさを感じますね。

国としてもちょっと介護に向けた制度とか支援というものは、育児よりも弱いんじゃない

かなと、私は感じています。 

聞き手：一応４期まで来たんですけど、一つ一つの期の時に総括みたいなことというのは
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何かされていますか。２、３、４で少しずつ変えているようなので。 

Ｂ：これの期変わりでのタイミングでは多分やっていなくて、弊社はここ最近ずっと３年

計画とか、中期計画を立てるんですけど、そのタイミングでやはり人事策としてどうして

いくか、次世代についてもどうしていくか、介護についてもどうしていくか、採用計画も

そうですけど、そういうのを組んでいるので、その中でレビューを回していっているとい

うような状態です。 

聞き手：そこで出てきたものが、ちょうど新しい計画であればそこに盛り込んでいくとい

うことですね。 

Ｂ：「来年切り替わるから、それを入れていこうよ」みたいな、そういう順番になっている

んです。会社の中期計画がメーンに置いてあるので。 

聞き手：毎期、毎期、一応少しずつは変わっている感じで来ているんですか。 

Ａ：達成できたことはもういいので、次の課題にということで、今期とかは時間外のとこ

ろとか、そういうふうになっているんだと思います。 

Ｂ：あとは、SNS を使った情報交換みたいなのは、女性だけが入れて、私は見られないん

ですけど。 

聞き手：自宅でもアクセスできるような感じですか。 

Ａ：そうです。自宅でもできる、 

Ｂ：さっき申し上げたように、管理職になっているような人たちがまだ少ないですよね。

育児を終えて帰ってきたとか、育児をする前とか、「私って、このあとどうやって会社人生

を送っていくんだろう」という、先輩とかのモデルがなかなか見つけられない方が多くて。 

聞き手：これは相談するような所でもあるんですか。 

Ａ：そういうのもできます。 

Ｂ：こういった事務の事務所にいると同性の女性がいっぱいいますけど、やっぱり現場の

庶務とか研究所へ行くと、ぽつん、ぽつんとかになっちゃうので、なかなか声をかけづら

いというのがあるので、時代も時代なので、こういうので、いろんな人と距離があったっ

てしゃべってもいいじゃない、みたいな、そういう発想でそういうのを作ったんです。 

聞き手：あとは、例えば育休を取っている人がうちからこれでアクセスして、会社とつな

がっているというか情報を入れながら、とか。 

Ａ：それもありますね。 

聞き手：それが一番けっこうきついですね。日本ではあまりフルで取る人は意外と少ない

んですよ、海外に比べて。半年超えると不安になってきて、戻りたいそうです。 

Ｂ：モバイルパソコンも貸しているので、１年半。アクセスはできるようになっているん



- 85 - 
 

ですよ。それとは別にこれもアクセスできる。 

Ｂ：もちろん、結婚していなくてもこれに入れて、結婚のイメージをわかす方がこれでい

るのかどうかは分からないですけど。 

Ａ：見るといいですよね、将来の働き方を。割と育児の話を聞くと、何か大変そうだ、み

たいな感じなんですけど。 

聞き手：どんな話題が一番多いですか。 

Ａ：やっぱり育児が多いといえば多いですね。保育園はどうやって決めますか、みたいな

話もありますし、どうやってみんな仕事をやりくりして短時間でやっているんですか、と

いうふうな話も出ますし。 

聞き手：これはこちらの全国の女性というか。 

Ａ：そうですね。手を挙げた方は基本的に入れますという感じなので。 

聞き手：やっているんですね。こんなのがあるのはすごいですね、最近の会社って。 

Ａ：割とよく、育休者向けに出しているサービスのところはほかの企業さんも多いらしい

ですけど、育休が明けて復帰したあとも、こんなふうに割と活発にやっているというのは

うちぐらいですねというようなお話は、作っている会社さんからはお聞きしますね。 

聞き手：意識調査について。 

Ａ：意識調査もけっこう、だいぶ前からやっていますものね。 

Ｂ：３年に１度、従業員の意識調査というのをやっていまして、それは先ほど言った組合

みたいに制度をどうしたいというそこまでの話じゃないんですけど、会社についてどう思

いますかとか、会社が今、進めようと思っていることについてどう感じていますかとか、

企業理念について守られていると思いますかとか、そういうのをやって、社員としてどう

いう意識の傾向があるのかというのは、分析をしてもらって、それを中期計画に反映させ

るとかいうのをやっています。 

聞き手：どんな結果が出ていますか？  

Ｂ：世代間ごとの差とか、立場による差とかというのは割と顕著に出ています。 

聞き手：世代で随分違いますよね。こういうふうに次世代法とかを入れて制度を充実して

いったんですけど、社員さん的には、こっちに表れていればいいかもしれませんけれど、

どんな印象を持たれている感じですか。現場というか、いろんな部署によって違うでしょ

うけど、利用した人は「いい」とか言うかもしれませんけど。 

Ｂ：やはり運用するには、取る人もそうですけど、周りの理解もないと取れないので、そ

ういった意味ではうまくやっているんじゃないかなという理解はしています。短時間勤務

は最大 2 時間取れるんですけど、やはり忙しければ「今日は 30 分にしておきます」とか、
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本人たちもいろいろ配慮しながらやっているみたいですし。 

Ａ：アンカーマンとしてずっとうちの会社にいるという方が多いので、他社状況が分から

ないから、今の状況がどんなものなのかというのは、本人たちはぴんと来ない。悪いとは

全く考えていないけれども、ものすごくいいのかという判断がそもそもできないというか。

なので、満足度としては、多分悪くないと思うんですけれども。 

聞き手：でも、難しいですよね、今までどの企業さんも一応女性の登用とか頑張ってきて、

そういう意味ではどんどん充実していっているんですけど、次世代法でとりあえず加速し

たかどうかが分からないんですよ。あまりこういう現場というか実際のレベルではそうい

うのを感じないですかね。 

Ａ： 2000 年以降は確かに辞めなくなっているのは辞めなくなっているんですけど、それが

次世代法の影響なのかというと、ちょっと分からないです。 

Ｂ：ちょっと難しいですね、そこは。 

聞き手：こういう制度がいろいろ議論しやすくて入れやすくなって、公表しなきゃいけな

いとなっているので。社員さんも取りやすいし、昔はこういう制度があっても「ちょっと

休めないかな」とか思ってしまうというのはあったけれど、今回、こういうのがあれば、

休む時に、「休みます」と言いやすくはなっているんじゃないかなと。 

Ｂ：いいきっかけになったとは思いますね、その制度を入れていこうというために。今の

私たちの状態から、さらに続くから何かあるか、ではこれがなくなったら何があるかとい

うと、多分差はないと思います。われわれはもうこれが定着しちゃったので、これはこれ

で自分たちでどんどん膨らませていくわけですし、そういう意味ではきっかけにはなった

かなという気がします。「そうか、世の中そうなんだから、俺たちもやらなきゃな」という

きっかけにはなったと思います。 

聞き手：今、おっしゃいましたけど、一応次世代法は時限立法なので切れるんですけど、

こういう動きはこれからもあって、変えるところは変えるし、充実させるところは充実さ

せるというような感じで、今、動いているということですか。 

Ｂ：周りと関係なく。 

聞き手：国としては次に何をするか考えているようですが、そこら辺、何か、ありますか？ 

今後こういう分野のお話、人事としては必ず対応しなきゃいけないですけど、「もうこうい

う法律はやめていただきたい」というのも、それはそれで「あり」なんですけど。 

Ｂ：どうなんでしょうね。いわゆる最低限、国の制度として持っておかないといけないと

いうのはもちろん必要だと思うんですけど、先ほど言ったように、30％とか 50％とかは必

ずこうしなさいというと、やっぱり業種によって違うじゃないですか。そうすると、一律
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に平均で切られると、やっぱり下に行った時はつらいですよね。最低限のものは整えるべ

きだとは思いますし、やらないとみんなが動かないというのは多分あると思うので、物事

は。だからそれはいいと思いますけど。身体障害者の方の雇用率なんかもパーセントが決

まっていますけど、じゃあ必ずこういう障害の人を入れなさいとか、例えば１級を何人必

ず採りなさいとか、そういう言われると採りづらいですよね。 

聞き手：厳しいですよね。 

Ｂ：じゃあ、この県に何人１級の人がいるんですかとか、そういう議論になってきて、あ

っちはいっぱいいるけど、県にはいないじゃないかとか。 

聞き手：変な話、取り合いになっちゃいますよね。 

Ｂ：最低のバーを設けて目標にしてやるべきだとは思いますけど。適正なバーがどこにあ

るのかというのも難しいのかもしれないですけど。やっぱり子どもを生んで１年間は体を

休めてね、子どもだって１年間は乳飲み子で、というのは分かりますし、じゃあ３年まで

休めよとか言われると、面倒見てやるのがいいだろうって、面倒見てやるのはずっといい

に決まっているんですよ、３歳だろうが、５歳だろうが、面倒見てやるのが一番いいじゃ

ないかとなると思うので。 

Ａ：３年も仕事を離れていたら、本人が今度どうするんだということなので。 

聞き手：本人がつらいですよね。 

Ｂ：だから今はこの辺の関係はいいと思うんですけど、何を入れるにしても理想と現実的

なところが離れちゃうと、企業としてもやりづらくなっちゃうので、やっぱりそこは考え

て動いていただきたいなというのはあります。目標を持つのはいいことですけど、いきな

り３歳に中学校の受験してこいと言われてもできないので、まずは小学校の受験から、幼

稚園から入れさせてよというところから。 

 

2.7 関東地方、製造業、小規模企業、総務関係 A氏 

聞き手：企業さんがどう考えているかということをおうかがいするということです。最初

に聞きますけど、基本的には義務ではないですよね。この次世代法って、最初の 2005 年だ

と 301 人以上企業でと。となると、こちらは今、このデータで言うと 53 人ですので、義務

ではないんですけど、やっておられるということで、そこら辺のまずは狙いというんです

か、その辺は別にプレッシャーがあったわけじゃないですよね、「何かしろ」と、別に。 

Ａ：それはないですね。まず、うちでは毎年毎年若い子が入ってくるわけではないのです

が、実際に今の子がそうなんですけども、やっぱり産休で休むということになって。そう

いう時に、その前が女性の産休が、僕の経験の中では 10 年ぐらいなかったんじゃないです
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かね。 

聞き手：産休がないというのは、例えばそうなったら辞めるとか、そういうことですか。 

Ａ：そうです。辞めてしまうというのがあって。 

聞き手：結婚して子どもを産む方はいらっしゃったわけですね。 

Ａ：そうですね。会社の中で産休を取られて休まれるというのが、多分なかったんです。 

聞き手：それは、昔から制度はあったけど取りにくいということか、それとも、別にそこ

まで考える人じゃ、女性が考えて、もともとなかったとか。そういう感じですか。 

Ａ：会社自体も、結婚は円満退職、寿退職みたいなのが多かったんじゃないですかね。で

すから、産休という制度そのものもあまり考えていなかったと思います。実は、男性のほ

うもそうで、同じように男のほうも休暇を取ってもいいというのがあっても子育ての支援

というのがなくて、男が取るのも去年１人、初めて。 

聞き手：じゃあ、目的は達しているわけですね。 

Ａ：逆に言うと、そういうのがあって初めて調べて、「こういうのがあるんだ」ということ

で、「じゃあうちもこれを載せてみようか」というかたちになったと思います。 

聞き手：若い人を採用で採りたいという狙いはありますか？ 

Ａ：実は、ある社員が子どもを産んだ時ももう臨月ぎりぎりまで働いたんです。本人はあ

まり苦ではなかったらしくて、まさか自分の所の従業員の女の子が大きくなって、その時

に産休といった時にこういう制度があって、それで取ったと思います。 

聞き手：昔からこちらはこういうことに熱心だったというか、ファミリーデーも出ていた

ので、そういうことに関してけっこう関心、もともと。 

Ａ：あまりなかったと思います。 

聞き手：そうなんですか。こういうのがあったことで、多少はきっかけになったというか。 

Ａ：急に新しくなったと思いますよ。ここ 10 年ぐらい前までは、もう本当に中小のおやじ

さん的な会社で、社長がバッとひと言言えば、その通りにならうしかなくて。 

聞き手：何となく分かります。 

Ａ：でも、一応緩かったことは緩かったですね。一応会社では、９時－６時だったんです

けど、４時半ぐらいに、「今日は仕事がないから帰るか。もう上がっていいだろう」という

かたちで上がって。特に土曜日なんかはそうだったですね。週休２日というのはなかなか

取れなくて、隔週の週休２日。その手の。 

聞き手：ホームページを見させていただいたんですけど、代表の方が女性だったような気

がするんですけど。そういうのもあるのかなと、ぼんやり思って。そうでもないですか。 

Ａ：その前に亡くなってしまって、奥さんが社長に。小さい会社なものですから、そうい
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うかたちで。 

聞き手：それで、奥様がなられてからこそこういうのに関心があったのかなと思ったんで

すけど、そういうのもあるわけですかね。 

Ａ：今、私の上司が、大手から来ていたものですから。私も総務に入った時にこれは制定

されていて、私自体はそんなに、２階に貼ってあるんですけど、あまり意味がなくてよく

分からなくて。たまたま１人、「女の子が産休に入った」といって、これが適用されるんだ

ということで。 

聞き手：一応これは、このぐらいの規模の会社でみんなに周知はしているわけですね。分

かってはいるということですね。 

Ａ：今年、もう妊娠３カ月ぐらいになった子がいて、もうちょっとするとまた産休に入る

んですが、今度は２人目といって。やっぱりそういう意味では安心していますよね、女性

のほうは。 

聞き手：あと、中小企業の規模だと、人が休むとなるとけっこう厳しいですよね。大きい

企業だと１人いなくなっても何とかなるみたいですけど、そこら辺は、「やっぱりやめよう

よ」とか、なかったですか。義務はないですよね、小さい企業なので。 

Ａ：女の子同士はけっこう大変だったかもしれないですね。特に営業事務の女の子だった

ので、今まで一部・二部と２つあって、それぞれ一人ずつだったんです。 

聞き手：営業さん？ 

Ａ：はい。それで１人が産休で休んでしまうと、全部を見なきゃいけなくて、10 名ぐらい

の分を１人が見るというのはちょっと厳しくて。たまたまおととし、もう３年前になるん

ですけど、女の子が３名入って営業事務で１人増えて、女の子が３人になったものですか

ら、そういう意味では１人が産休になっても２人で分けて取る、シェアしながら。 

聞き手：女性も、一応経理とか事務とか、営業もやっていらっしゃるんですか。 

Ａ：営業はあまりやっていないですね。 

聞き手：これを決める時にどんな感じで決めました？例えば、ある会社ではアンケートを

採って、「こうしてほしい」という意見を採ってから決めるという所があるんですけど、こ

こではもう日常的に会話があるのでそこまで必要ないかもしれませんが、どういう感じで、

「これをやろうね」とか、「目標を決めなきゃいけない」とかってあるんですけど。 

Ａ：当面の改善点は、女の子が妊娠して、「会社も辞めたくないし」となれば、「産休のこ

ういう制度を使うしかないね」と。たまたまこういうやつであったので、それを見て「や

ろうか」というかたちですね。あと、そういう子どもがあって、それから「ノー残業デー」

みたいなものが出ていたと思うんですけど、これも昔、景気の良かった時って、問屋さん
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の営業の人たちは６時まで外を回って、仕事を受けて、こっちに電話を掛けるんです、で

すから、８時半とか９時ぐらいまで、極端な話、問屋の担当はいなきゃいけない。昼は電

話してくることは逆にないので、そういうのがあって、一人二人に負担が掛かるとまずい

というので、電話番って月に２回ぐらいみんな持ち回りで回るようにして。 

聞き手：ちょっと遅めまで残るような人ですね。 

Ａ：ええ、その時にちょっと残業手当を付けてもらえるというかたちで回っていたんです。

でも、こういう時代になってそういう電話もなくなってきたのと、逆に、弊社もそうです

けど、ホームページを開設すると、見たい所を多分ホームページ上で見られるので、極端

な話、あまり勉強していない人で、「お宅のこういう製品にこんな品物ってあります？」と

いう簡単な質問も電話で受けていたんですけども、それがホームページ上で図面を見れば、

仕様なり用途が書いてあれば、もう分かると。そういうのがあって、だんだん帰る時間が

みんな早くなりましてね。いいことなのか、悪いことなのか、分からないですけど。今は

極端にボリュームの大きい会社を持っている営業が、遅くまで残っていると。それ以外は

すっと定時ぐらいで帰る。 

聞き手：あと、よくこういう制度をするのって、大企業がこういうのをもともと手厚く、

福利厚生とかをやったので、こういう話をすると必ず、「それは大企業さんに余裕があるか

ら」とか、お金というか人もいるからということなんですけど、そういう意味では、コス

トとか、どう考えていますか。「必要だから、別にコストがかかってもいい」と言う人もい

れば、「こういうのってやっぱり難しいよね」と、やっていない中小さんもいますので、そ

こら辺はどういう感じでみんな納得していたんですかね。 

Ａ：そうですよね。給与の面までは、私、ちょっと分からないですね。多分、去年、おと

とし産んだ人は今、１年目を過ぎたので、まだ子どもが幼稚園なんですかね、５時からか、

１時間前に退社。 

聞き手：短時間勤務ですね。お迎えに行かなくちゃね。 

Ａ：ちょっと給与も下がっていたんじゃないかなと思います。でも、それでも逆にありが

たりでしょうかね。 

聞き手：会社全体としては、それほど負担ではない感じですか。 

Ａ：そうですね、１時間ぐらいであれば。特に、その子もそんなに電車通勤１時間半とか

かけて来るわけではないので。逆に言うと、５時上がりでもお迎えまではとりあえず行け

る、みたいな。これがちょっと遠い所から来ている子だとどうだろうかな、というのもあ

るんですけどね。 

聞き手：それで、これは取った方がいらっしゃるということですね。 
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Ａ：そうですね。 

聞き手：それは、本人がこれを知っていたので、「取らせてください」という感じで来たん

ですかね。 

Ａ：そうですね。それに向けて、おかしいですけど、合わせたみたいなかたちになったと

思います。同時進行、もうおなかが大きくなるし、うちもこういうのでやろうかと。 

聞き手：こっちをやって合わせるよりも、使えそうな人がいるほうをやったほうがいいで

すものね。そういうのもいいきっかけにはなったんですね。そろそろそう人がいると。 

Ａ：やっぱり女性でも、寿退社で、せっかく経験積んで育てて、それを辞められるのも困

るというのもあって。特にこういう小さい会社というのは、人材が。 

聞き手：１人辞めるとすごくイタイですよね。じゃ、毎年、若い社員さんが入ってこられ

るわけですか。 

Ａ：入ってきていますね。ここ、１名とか２名とか、入ってきています。 

聞き手：それは例えば、大卒であるとか、高専とか。 

Ａ：特に専門学校が多いですね。 

聞き手：男性のほうは勤続はけっこう長いですか。意外と辞められるとか、途中で入って

くるとか、多いんですか。 

Ａ：どう言ったらいいんでしょうね。難しいですね。 

聞き手：どこかから。 

Ａ：そうですね、私も。60 が一区切りで、ちょっと給料が安くなるのと、選べるんですけ

ど、二通りあって、９時から５時まで１時間早くなって、週１日またどこかで休みが取れ

るという、まあ４日しか出ないんですけども、ぐっと給料が下がるかたちと。 

聞き手：それは、高年齢者雇用安定法とかですか。 

Ａ：そういうやつです。あっちのほうですね。そうなると、やっぱり 60 を境に、若い人が

そういうのを見ていると、今、不安でしょうかね。一時期やはり、一番いい 30 代、40 代の

年齢の人にばっと辞められちゃったというのがあって、逆に私が一番高齢ぐらいなんです

かね。この下にあと２、３人いるんですけど、あとはもう、40 手前、30 代なんです。空い

ちゃっているんですよ。あと、役員になると、もうちょっと年、いってしまいますけど。

そう考えると、ギャップがありますよね。私が、今、59 なんですけど、本当に 40 代は数え

るぐらいで、あとはもう 30 代ですから。 

聞き手：やっぱりどこかに転職されたりとか、そういう感じが多いですか。 

Ａ：そうですね。特に、やっぱり仕事が乗っている時なんでしょうけど、異業種でもいけ

るかなという気があって、多分、将来を見ると、やっぱりうちは 60 過ぎるとちょっときつ
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いぞ、みたいなのがあるのかもしれないですね。 

聞き手：じゃ、この次世代法を導入して、どっちかというと、そういうのを使えそうな人

もいるからこういうふうにそろえたということがあって。でも、今度は産休とかを取るよ

うな方にとっては、一応、どうなんでしょうね、これを入れたことによって効果というか、

どうですか、実感としては。 

Ａ：そういう意味では、寿退社みたいなものはなくなって、いてくれるというのと、安心

して休めるというのがあって。 

聞き手：こういうのがありますからね。こういうのは昔、あっても取りにくいなというの

があったと思うんですけど、これであれば恐らく取っても別に怒られはしないですよね。 

Ａ：有休も、けっこうみんな、「気安く」と言うとおかしいですけど、昔は、上司の人が全

然休まないというと、取りにくい。うちもやっぱり、有休というのは何かあった時のため

に取っておきなさいという言い方を。特に中小は、そんなに大手企業みたいに、給料にす

ぐ響いてきちゃったりなんかしますよと。１カ月はいいけど、２カ月目になると何割減と

かになっちゃうよと。だから、大病したり、けがなんかしないように、ということで。ま

あ有休も取っておきなさいという言い方をしていますね。 

聞き手：この「育児休業の取得を全面的にバックアップしてきた」というのは、次世代法

を入れた後でということですか。前から、ということですか。一応ここにメッセージが書

いてあったんですけど。「バックアップしてきた」というのは、行動計画を作ってからの話

なんですか。それよりもっと前からやっていたよ、とか、そういうメッセージなんですか。 

Ａ：今の副社長が４人子どもがいて、４回、ずっとここでこんなになりながらも仕事をし

ていたというのがあって。 

聞き手：これ、いつ出したんでしたっけ。2009 年に認定されているんですね。2005 年すぐ

ではなく。 

Ａ：ではないですね。ちょっとあったと思います。 

聞き手：これは１回目の計画ですよね。それで一応、今年で終わったと。そのあと、どう

されますか。 

Ａ：それが今、私の命題になっていますので。このまま多分、行くと思います。このプラ

スアルファをどうするか。 

聞き手：別に終わってすぐにじゃなくて、ちょっと空いてもよかったんでしたっけ？ 

Ａ：はい、多分。あとは、今、副社長が考えているのは、ボランティア休暇とか、そうい

うのを取れるような仕組みを考えたいとは言われているんですね。特に今、工事課にいる

人なんですけど、福島のそっちでいろいろお世話になって、自分の、土曜日とか日曜日は
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工事があるもんですから、振替休日がいっぱい残っている人なんです。その人がその振替

休日を、土日挟んで月とか金曜とか、それでこの４日間を使って福島へ行ってボランティ

アをやっているんです。そういうのが、自分の振休を使っているものですから、そうじゃ

なくて何か出勤扱いみたいなかたちにはできないかということで。 

聞き手：じゃ、それは今、福島を考えているわけですか。やるわけですね。 

Ａ：そうですね。多分そういうのも載せなきゃいけないんだろうなと。これはもう多分、

引き続きそのままずっと行くと思います。 

聞き手：繰り返しになっちゃいますけど、こういうのを言ったことで、何か社員さんは言

っていますか。別にそんなに反応はなかった、というのでもいいですけど。 

Ａ：でも、もう当たり前のように、次の子も、「赤ちゃんがいます」みたいな、バックにあ

ると、「あれ、おまえ、いつからだ？」というようなかたちで簡単に。「こういう制度があ

ってよかったね」みたいなかたちで言っていますから。男子も、奥様が熱が出て小さい子

どもの面倒をみなきゃいけない、何日か見なきゃいけないといった時に、こういう申請は

普通にやられてきていますから。 

聞き手：一応好意的には受け入れられているわけですね。 

Ａ：そうですね。で、やはり、ことあるごとに、「誰々がこういう子育て休暇を取ったよ」

という話をすると、「じゃ、俺もできるかな」みたいなのがあると思います。 

聞き手：それで、次世代法は一応次のことを今、国も考えているみたいなんですけど、要

望というか、何かあります？こういう法律を向こうが作るわけですから、普通は企業さん

が振り回されるわけなんですけど、高年齢者も、いいのか悪いのか分からないんですけど、

高齢者を雇えといったって、学生さんは嫌な気がしているわけです、「われわれの雇用が減

っているんじゃないか」というわけですけど。 

Ａ：難しいですよね、そこがね。会社もそうなんですよね。やっぱり若い子に入ってもら

いたいというのがあるんですけども、逆に技術を持った職人さんが抜けていくのも。 

聞き手：60 じゃ、まだまだですものね。 

Ａ：そうなんですよね。じゃあファーストフードみたいにマニュアルを整備すれば、誰で

もそこに行って、今までのいい。 

聞き手：あれはああいう業種だからできるわけですよね。 

Ａ：そう、できるかというと、ちょっとうちの業種はそうじゃないので。やっぱり師弟制

度じゃないですけども、何かテクニックがあるわけですね。職人さんが、「この時はこうい

うふうすれば入るんだよ」というようなその感覚を覚えてもらうとかいうふうになると、

年寄りもハッピーだし、若い子も。そういうので両立できるような制度が欲しいなと思い
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ますけどね。 

聞き手：次世代法に関してはどうですかね。別に今回こういうのに行ってくれたのは悪い

ことではなかったような気がするんですけど、もし次に、似たようなことをするようなこ

とを考えているらしいですけど、国の話を聞いていると。その時、もうちょっとこうした

ほうがいいんじゃないかとか、何かありますか。例えば、この前のは大企業には一応義務

化して、中小さんは努力義務みたいな感じでしたよね。ああいうやり方とか、もうちょっ

と企業から話を聞いてからこういう法律を作ったほうがいいんじゃないのかとか、そこら

辺は率直なところはどうですか。常にこういうのはポンと上から振ってくるんですけど。 

Ａ：僕なんかはもう本当に普通の業務のほうに入ってしまうと、私は上司のほうからしか

下りてこない、もしくは、中小企業庁の何とかというホームページを見たりしても、さら

っとしか読まなければ心に止まらないというのがあって。 

聞き手：通常、これはどういう感じで、例えば A さんのところまで下りてくるんですか。

通達か何かが来るんですか、こういうのは。法律か何かがあった時は、別にレクチャーと

かは特にないんでしたっけ？  

Ａ：ありますね。 

聞き手：説明会みたいな？ 

Ａ：そうですね。それに、多分、参加したりなんかしていると思います。一日二日とか、

そんなやつで、半日ぐらいなんですけど、そういうのに出たりなんかして聞いてくるとい

うのは、やっていると思います。 

聞き手：もし次にやるとかって言われたら、こういうふうにやられると困るとかっていう

ことでもいいですけど、何かあります？ 

Ａ：特にあまり考えていないですね。日々、自分の業務に追われてやるばかりですよね。 

聞き手：こういう話は恐らく、これからも続いていく話ですから、恐らく国もこれで何も

やめるということもしなさそうなので。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


